
< アナザーレーン加盟店規約 > 
 

このアナザーレーン加盟店規約は、アナザーレーン株式会社（以下「当社」といいます。）

と当社の提供する決済サービス（以下「本サービス」といいます。）を利用する加盟店と

の間の権利関係について定める規約です。 

 

第１条 （定義） 

本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するもの

とします。 

（１）対象取引 

会員と加盟店との間における取引であって、対象決済手段による決済の対象

とするものをいいます。 

（２）対象決済手段 

カード、当社発行電子マネーその他の当社所定の決済手段のうち、本契約に

基づく決済の対象とするものをいいます。 

（３）カード 

クレジットカードその他の当社所定の決済用のカードであって、本契約に基

づく決済の対象とするものをいいます。 

（４）会員 

カード、その他の当社所定の決済手段を正当に保有し、当該決済手段により

決済を行う者をいいます。なお、会員には、家族カードを付与された家族会員

も含まれます。 

（５）加盟店 

本規約に基づき当社に加盟を申し込み、当社がその加盟を認めた法人又は個

人をいいます。 

（６）CAT等 

クレジット・オーソリゼーション・ターミナル（CAT）の端末機その他通信機

能を利用してカードの有効性を確認するための機器をいいます。 

（７）商品等 

商品（商品券等の権利を含みます。以下同じ。）又はサービスをいいます。 

（８）売上債権 

対象取引により加盟店が会員に対し取得する金銭債権(消費税相当額及び送

料の額を含みます。)であって、本契約に基づく決済の対象とするものをいい

ます。 

（９）決済額 

前号の売上債権の額をいいます。 

（10）提携会社 

当社が対象決済手段の取扱いを可能とするために提携する会社をいいます。

例えば、カード決済との関係では、アクワイアラー・カード会社等の当社が提

携する会社をいいます。 

（11）発行会社 

対象決済手段の発行会社又は提供会社をいいます。例えば、カード決済の場

合は、会員に対し、カードを発行する会社（イシュアー）をいいます。 

（12）提携組織 

対象決済手段に係る運用ルール（ブランドルール）等を制定し、その統括を行

う会社又は組織をいいます。例えば、VISAブランドのカードとの関係では、

VISA International Services Association、MasterCardのブランドのカード

との関係ではMasterCard International Inc.、銀聯のブランドのカードとの

関係では中国银联股份有限公司及び银联国际有限公司（以下あわせて「銀聯」

といいます。）等をいいます。 

（13）提携組織の規則等 

提携組織又は提携会社が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、

ガイドライン等、及び提携組織又は提携会社の指示、命令、要請等をいいま

す。 

（14）秘密情報 

相手方から開示を受けた情報であって、次のいずれにも該当しない情報をい

います。 

①当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 

②当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事

由によらずして公知となった情報 

③当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情

報（守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。） 

④当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負う

ことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 

（15）チャージバック事由 

次のいずれかに該当する場合をいいます。 

①発行会社が、対象取引に係る決済額について、会員への請求を停止し、又

は会員からの支払受領後に会員に対しその返金を実施した場合 

②当社又は提携会社が、発行会社から、①による請求停止又は返金の通知を

受けた場合 

③発行会社が、提携会社若しくは当社に対する支払を拒絶した場合、又は返

金事由になると判断して当社若しくは提携会社に通知し、当社若しくは提

携会社において当該主張が正当と判断し、当該返金の要求に従う場合 

④提携会社が、対象取引に係る決済額について、当社に対する支払を拒絶

し、又は当社に対して返金を求めた場合 

⑤当社が、提携会社より、④による支払拒絶又は返金の通知を受けた場合 

⑥会員が、当社、発行会社又は提携会社に対し、加盟店に対して有する抗弁

事由（必ずしも抗弁権である必要はなく、債務不履行による解除権その他

の請求権を有している場合等を含みます。）の存在を主張し、対象取引に

係る決済額の支払を拒絶し、又は返金を求めた場合 

⑦対象取引に係る決済が未成年者取消しその他の事由により無効となった場

合 

⑧加盟店が本契約に違反して対象取引を行った場合 

⑨加盟店が当社に送付した売上票・売上集計表若しくは売上データが正当で

ないこと、又は、売上票・売上集計表若しくは売上データの内容に虚偽の

記載が含まれていることが判明した場合 

⑩加盟店が、当社の書面による承諾なく、当社に対する第１２条に基づく支

払金の請求債権を、第三者に譲渡・質入等した場合 

⑪その他、会員からの苦情、発行会社又は提携会社からの請求等に基づき当

社が実施する調査により、不当請求・不正決済の疑いがあり、チャージバ

ックが相当と判断した場合 

（16）チャージバック 

前号のいずれかの事由により発生する決済の取消処理をいいます。 

（17）個人情報 

個人情報の保護に関する法律第２条第１項に規定する個人情報をいいます。 

（18）セキュリティガイドライン 

クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セ

キュリティガイドライン」（旧名称「クレジットカード取引におけるセキュリ

ティ対策の強化に向けた実行計画」。名称が変更された場合であっても、カー

ド情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正

利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめ

た基準に相当するものを含みます。）であって、その時々における最新のもの

をいいます。 

（19）カードの会員番号等 

カードに係る番号、有効期限、暗証番号、セキュリティコードその他のカード

を利用した決済で一般的に用いる情報をいいます。 

（20）本規約 

この「アナザーレーン加盟店規約」をいいます。 

（21）本規約等 

本規約及びこれに付随する付随規約、提携組織の規則等、取扱要領等をいい

ます。 

（22）付随規約 

本規約に付随する規約をいい、「カードの取扱いに関する特約」、「加盟店情報

の取扱いに関する同意条項」等を含みます。 

（23）取扱要領等 

当社の取扱要領、マニュアル等であって、当社が加盟店に当社ウェブサイト

において周知し又は個別に通知するもの、及び当社による個別の指示をいい

ます。 

（24）本契約 

本規約に基づき成立する当事者間の対象決済手段の決済のための契約をいい

ます。なお、付随規約についても、本契約の内容を構成します。 

（25）個別契約 

個別契約とは、本契約に関し、当事者間で個別に書面で締結された契約をい

います。 

（26）当事者 

加盟店及び当社をいいます。 

（27）第三者 

加盟店及び当社以外の者をいいます。 

（28）委託先 

いずれかの当事者との関係で、当該当事者が、本契約に係る業務を委託する

者をいいます。また、数次委託の場合の委託先を含むものとします。 

（29）書面 

書面又は電磁的方法（電子メールを含みます。）による文書・書類等をいいま

す。 

（30）反社会的勢力 

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力

集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象

として指定する者、先に掲げる者の共生者、先に掲げる者に準ずる者をいい

ます。 

 

第２条 （本契約の締結） 

１． 加盟希望者が、本規約等を承認のうえ、当社に本規約等に基づき加盟を申し込み、

当社がこれを承諾し、加盟店として登録した日に、本契約は成立するものとします。 

２． 本契約は、加盟店が記名・捺印した申込書をPDFファイルその他当社が認める画像フ

ァイルの形式に変換し、これをメールに添付する方法により提出し、当社が、書面

により承諾する方法によっても、成立するものとします。 

３． 加盟店は、本規約に基づく申込を行う際には、当社所定の申込書の様式を用いるも

のとします。 

４． 個別契約により、本規約等と異なる条件で合意した場合には、当該個別契約の内容

が、本規約等に優先するものとします。 

５．本規約の内容と、付随規約の内容とが齟齬する場合には、付随規約の条件が優先す

るものとします。 

 

第３条 （本サービスの内容） 

１． 当社は、加盟店に対し、本サービスを提供します。ただし、本サービスの内容（決

済手数料その他の経済条件を含みます。以下同じ。）については、別紙に定め、当社

から加盟店（加盟店希望者）に対し交付するものとします。 

２．当社は、提携会社からの要請、提携組織の規則等の変更、通信回線の利用条件の変

更、当社のシステム仕様の変更その他相当な事由がある場合は、当該変更の内容を

事前に加盟店に通知のうえ、加盟店から都度承諾を得ることなく、本サービスの内

容を変更できるものとします。本項に基づく変更により加盟店に生じた損害等につ

いて、当社は一切責任を負いません。 

３． 加盟店は、当社に対し、第１項の別紙記載の決済手数料、チャージバック手数料、

トランザクション料、その他の諸費用を支払うものとします。消費税・地方消費税

がかかる場合には、加盟店は、消費税・地方消費税相当額を負担するものとします。

なお、チャージバック手数料は、チャージバックの件数に応じて算定するものとし、

トランザクション料は、決済の成功、失敗にかかわらず、認証件数に応じて算定す

るものとします。また、諸費用との表現を用いていますが、消費税法等との関係で

は、厳密には、金銭債権の買取に係る差益との法律構成を取るものとします。 

４． 加盟店は、前項の費用に加え、当社が加盟店にCAT等を貸与する場合には、その費用

として当社所定の金額を支払うものとします。詳細については、「CAT等の端末貸与

条件特約」のとおりとします。 

５． 対象取引に係る決済額の支払拒絶（第１１条第１項参照）、返金（同条第２項参照）、

支払留保（同条第３項参照）又は本契約の途中解約が発生した場合においても、前

二項の手数料・費用は返還しないものとします。 

６． 加盟店は、当社のシステムを利用するために必要な環境を自己の責任と費用で準備

し、維持するものとします。また、当社のシステムにアクセスするための通信料に

ついては、加盟店の負担とします。 

 

第４条 （取扱店舗・商品等の事前申請・承認） 

１． 加盟店は、次の各号の事項について、本サービスとして提供される範囲内で、その

取扱いを希望するところに従い、当社所定の手続方法に従って申請し、当社の承認

を得るものとします。これらの事項の変更を希望する場合も、同様とします。承認

を得られなかった決済手段、決済の種類、決済場所、商品等による決済は、認めら

れません。 

（１）取り扱う対象決済手段の種類 

（２）対面・非対面の別 

（３）対面の対象取引を行う場合の決済の場所（店舗・施設等）、決済の方法（CAT

等） 

（４）非対面の対象取引を行う場合に当該取引を管理する店舗・施設等、及びその

決済の方法（取扱ウェブサイト等） 

（５）取り扱う商品等の種類 

（６）特商法５類型（訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売、又は業

務提供誘引販売）のうち、対象取引として取り扱う類型がある場合は、その取

り扱う類型 

（７）その他、当社ウェブサイト又は通知により当社が事前承認を要する事項とし

て指定する事項 

２． 当社は、法令／提携会社との契約の遵守、行政対応、セキュリティ対応、苦情対応、

与信管理対応等の目的のために必要と認めた場合、前項各号の承認に際して条件を

付すことができるものとします。また、前項に基づく承認後においても、当社は、

かかる目的のために必要と認めた場合、一切の責任を負うことなく、将来に向かっ

て、当該承認の全部又は一部を撤回し、又は当該承認の条件を追加又は変更できる

ものとします。 

３． 第１項による当社の承認は、加盟店が取り扱おうとする商品等が、第６条に定める

取扱禁止商品等に該当しないことを保証するものではありません。 

４．加盟店が当社の承認を得られていない決済手段、決済の種類、決済場所、商品等の

決済を行ったと当社が合理的に判断した場合、当社は当該未承認の決済手段等ごと

に（例えば複数の国際ブランドの決済手段を加盟店が行ったときは、当該決済手段

ごとをいいます。）、違約金として過去１年間の決済額の合計の50％相当額を請求で

きるものとします。 

 

第５条 （届出事項の変更） 

１．加盟店は、商号・代表者・所在地・電話番号・支払用の預金口座・法人番号、その他

当社所定の届出事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届出書の様式により当社

への届出を行うものとします。 

２．前項の届出がないため、当社からの通知、送付書類又は決済額の支払等が遅延し、

又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ま

た、この場合において、当社からの通知、送付書類又は決済額の受領に関し加盟店

と第三者との間で紛議が生じたとき、加盟店は自らの責任において解決にあたるも

のとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。 

３．加盟店は、当社の書面による承諾により本契約上の地位を譲渡その他の方法により

移転した場合であっても、当該移転日より前になされた加盟店の行為（本契約に基

づく売上処理を含みます。）について、チャージバック、決済取消しその他の事由に

より当社に対する債務が生じた場合には、その発生時期が当該移転日の前後にかか

わらず、譲渡人・譲受人が連帯してこれを履行する義務を負うものとします。 

４．加盟店は、第１項の届出がなされていない場合であっても、当社が適法かつ適正な

方法（国税庁等の公的機関が管理する情報を取得する方法を含みます。）により取得

した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、第１

項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを承諾します。 

 

第６条 （取扱禁止商品等） 

加盟店は、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある商品等を取り扱って

はならないものとします。 

（１）その販売又は提供が法令又は公序良俗に違反するもの 

（２）銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約の国内法、その他関連法令の定めに違反

するもの 

（３）第三者の知的財産権（知的財産基本法第２条第２項参照）、肖像権、その他の

権利を侵害するもの 

（４）提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの（提携組織が第１号に反す

ると判断するもの及び提携組織の規則等の定める条件を満たさないものを含

みます。） 

（５）商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性

の高いもの 

（６）その他、会員との紛議若しくは不正利用の予防、適正な与信管理、又は当社、

提携会社若しくは提携組織の信用維持の観点から、取扱禁止商品等として当

社が不適当と判断するもの 

 

第７条 （決済の方法） 

１． 加盟店は、対象取引を行うカード取扱店舗（又は決済を行うウェブサイト）の見や

すいところに当社の指定する加盟店標識（VISA、MasterCard等の当社の指定するマ

ーク）を掲示するものとします。 

２． 加盟店は、対象取引に係る決済の申し出を会員から受けた場合には、善良な管理者

の注意をもって、会員と決済を申し出た者との同一性について確認し、対象取引に

ついて、当社所定の方法により当社に承認を求めるものとし、承認を経た後に対象

取引を実施するものとします。ただし、加盟店は、当社による承認の有無にかかわ

らず、決済を希望する顧客に不審な点がある場合又は顧客が提示したカード等に不

審な点がある場合には、本契約に基づく決済を行ってはならないものとします。な

お、当社の承認は、会員と決済を申し出た者との同一性を保証するものではありま

せん。 

３． 加盟店は、前項に基づき対象取引を実施後、当社所定の売上票・売上集計表、又は

売上データの様式を用いて、対象取引に係る事項を当社所定の手続きにより当社に

提供するものとします。 

４．加盟店は、本契約に基づく決済を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡し又は提

供するものとします。また、売上票又は売上データに記載の売上日に引渡し又は提

供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものと

します。 

５．加盟店が、第３項に基づき、当社に、売上票又は売上データを提供した時点をもっ

て、本契約に基づく決済の対象となる売上債権は、加盟店から当社に移転するもの

とします。また、その後、決済の取消処理がなされた場合、当該処理が完了した時

点（ただし、第１１条第１項に基づく支払拒絶の場合は支払拒絶の通知の時点とし、

同条第２項に基づく返金の場合は、当社に対する返金の完了の時点とします。）で、

債権譲渡は、取り消されるものとします。 

６．前項の売上債権の移転時に当該売上債権に対応する商品等の所有権は当社に移転す

るものとします。また、前項の決済の取消処理がなされた場合、当該売上債権が加

盟店に支払済みのときはその返金時に及び当該売上債権が加盟店に未払のときは直

ちに、当該売上債権に対応する商品等の所有権は加盟店に返還されるものとします。 

７．当社は、商品等の所有権が加盟店に帰属又は返還済みであっても、当社が必要と認

めた場合には、加盟店に代わって商品等を回収することができるものとします。 

 

第８条  （セキュリティ対応措置） 

１． 加盟店は、会員の個人情報（取得しようとしているものを含みます。以下同じ。）を、

善良な管理者の注意をもって厳重に保管するものとし、会員から同意を得た目的又

は法令に基づき認められた目的以外の目的に利用してはならず、個人情報が漏えい

しないよう適切なセキュリティ措置を講ずるものとします。 

２．加盟店は、当社が加盟店に当社ウェブサイトにログインするためのID・仮パスワー

ドを付与した場合には、直ちにパスワードを設定するものとします。 

３．加盟店は、ID・パスワードが漏えい等しないよう、善良な管理者の注意をもって、

これらを安全に管理するものとします。 

４．加盟店は、担当者の変更・退職があった場合、又はパスワードが漏えい等したおそ

れがある場合には、速やかに、パスワードを変更するものとします。 

５．加盟店は、パスワードの設定・変更に際しては、当社所定の基準（12文字以上で英

数双方を含むこと）を遵守するものとします。 

６．加盟店に係るID・パスワードが漏えい等により流出し、第三者が加盟店を装って当

社ウェブサイトにログインした場合においても、当社は、当該第三者による行為に

ついて、責任を負いません。 

７．加盟店は、加盟店が入力したパスワードが当社所定の回数を超えて、誤って入力さ

れた場合には、アカウントがロックされ、当社ウェブサイトにログインできなくな

る場合があることを了承します。 

 

第９条  （法令等の遵守） 

１．加盟店は、商品等の販売・広告・顧客情報管理、その他の業務の遂行に際しては、

次の各号を遵守するものとします。 

（１）法令、公序良俗に違反するおそれのある商品等を取り扱わないこと 

（２）古物、酒類、米穀類等取り扱いに法令上の許認可その他の手続きが必要な場

合には、その手続きを完了していること 

（３）特定商取引に関する法律、消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法その他

適用を受ける法令・ガイドラインを遵守すること 

（４）ウェブサイトで利用者が操作ミス、勘違い等による錯誤を生じないような分

かりやすい申込画面設定や記載表現をすること 

（５）売上データ（売上票・売上集計表を含みます。）及び対象取引に関する証憑を、

対象取引完了後７年間保管し、当社が必要と認めた場合に当該売上データを

当社に提供すること 

（６）上記のほか、公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それらを遵守する

こと 

２． 加盟店が前項を遵守するために要する費用は、加盟店の負担とします。 

 

第１０条 （禁止事項） 

加盟店は、次の行為又はこれに類する行為を行わないものとします。また、加盟店

の役員又は従業員が次の行為又はこれに類する行為を行った場合についても、加盟

店がこれを行ったものとみなします。 

（１）加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は当社が貸与し

たCAT等を第三者が使用することを容認する等、加盟店が当該顧客と直接取引

をしたかのように装うこと 

（２）本契約に基づき当社から交付を受けた売上票・売上集計表又は本サービスに

係るシステムを、本契約に基づく決済以外の用途に使用し又はこれらを当社

の承諾を得ていない第三者に使用させること 

（３）顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しある

いは会員に依頼して取引があるかのように装うこと 

（４）対象取引その他の事項について当社に虚偽を含む情報を伝達し、又は報告す

ること 

（５）会員に対象取引について勧誘をするに際し、不実告知、重要事項の不告知、執

拗な勧誘、その他違法又は不適切な勧誘行為（会員の利益の保護に欠ける行

為を含みます。）を行うこと 

（６）売掛金、貸付金その他の既存債権の決済又は回収のために本規約に基づく決

済を利用すること 

（７）暗証番号、セキュリティコード（CVV2・CVC2・CVN2）、その他当社が保管・保

持を禁止する情報を保管・保持すること 

（８）本規約に基づく決済手段による決済を求めた会員に対し、正当な理由なく本

規約に基づく決済を拒絶し、又は現金払いを要求すること 

（９）第４条第１項に基づき承認を得られていない決済手段、決済の種類、決済場

所、商品等の決済を行うこと 

（10）会員に対し、現金客と異なる代金・料金を請求する等、カード等の取引につい

て差別的な取扱いをすること 

（11）クレジットカードの現金化、換金を目的とする商品等の販売、その他これと

類する行為のために、又は違法行為のために若しくは違法行為に関連する支

払のために本契約に基づく決済を行うこと 

（12）当社が付与するID又はパスワードを、第三者に伝達し、又は漏えいすること 

（13）当社、発行会社、提携会社、又は提携組織を中傷する行為、その他当社、発行

会社、提携会社、又は提携組織の信用を棄損する行為 

（14）当社の書面による承諾なく、本契約上の地位を譲渡その他の方法により第三

者に移転すること 

（15）当社の書面による承諾なく、当社に対する債権を、第三者に譲渡・質入等する

こと 

（16）当社の書面による承諾なく、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する

こと 

（17）加盟店（代表者及びその関係者を含みます。）が保有するカードを利用して、

本規約に基づく決済を行うこと 

 

第１１条 （支払の拒絶・留保・返金） 

１． 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、決済の取消処理をして、決済額の支

払を拒絶できるものとします。 

（１）チャージバック事由が発生した場合 

（２）加盟店が決済の取消申請を行った場合において、当社がその取消しを承認す

る場合 

（３）その他、加盟店の商材又は取引状況（債務の確認、債権の申立てを含みます。）

について、当社が調査又は第三者から照会等を受ける等して、信用状態の著し

い悪化や信頼関係の破壊その他の本契約の適正かつ円滑な履行が期待できない

と当社が判断した場合 

２． 前項各号のいずれかに該当する事由がある場合において、当社が既に加盟店に対し、

決済額について支払済みである場合には、その返金を求めることができるものとし

ます。 

３． 加盟店が行った対象取引の内容その他加盟店の状況等を踏まえ、第１項各号のいず

れかに該当することとなる可能性があると当社が判断する場合において、調査の必

要があると認めたときは、当社は、その調査が完了するまでの間、又は加盟店が会

員との紛議を解決するまでの間、その他当社が必要と認める時期まで、加盟店に対

する決済額等の全部又は一部の支払を留保できるものとします。この場合、当社は、

支払留保の端緒となった対象取引に係る決済額に限られず、当該加盟店に対する全

ての取引に係る決済額について留保する権限を有するものとします。 

４． 前項に定める場合のほか、加盟店による本サービスを利用しての決済額に係る各回

の当社からの振込のうちいずれかの振込予定額が過去４か月の期間内のいずれかの

当社からの決済額に係る振込額と比べて30％以上減少した場合又は300％以上増加

した場合、当社は、チャージバック等による与信リスクに対応するために当社が必

要と認める範囲で、決済額の全部又は一部の支払いを、最長１年間留保できるもの

とします。 

５． 会員と加盟店との間で紛議が生じた場合、決済額の支払は以下のとおりとします。 

（１）加盟店が、決済の取消処理を希望する場合、当社所定の手続に従い、取消申請

処理を行うものとします。なお、提携会社との契約の内容その他の諸事情を

考慮し、当社は取消しを承認しない場合があります。 

（２）前号に基づく決済の取消しを当社が承認する場合において、当社から加盟店

への支払が未了の場合、当社は決済額の支払を拒絶できるものとします。当

社から加盟店への決済額の支払が完了済の場合、加盟店は当社の請求に応じ

当社所定の方法により当該決済額を遅滞なく返金し、又は、当社は次回以降

の加盟店に対する支払額から控除できるものとします。 

（３）当該紛議が解決し、加盟店からそれを証する書面を添えてその旨の通知があ

った場合、当社は、加盟店に決済額を支払うものとします。ただし、会員から

異議が述べられる等、当社が紛議が解決していないと合理的に判断する場合、

又は第１項の支払拒絶事由若しくは支払留保事由がある場合、当社は、支払

を拒絶し、又は支払を留保できるものとします。 

６． 当社は、本条に基づき支払を留保又は拒絶した場合、支払拒絶事由の解消後に生じ

た遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとしま

す。 

 

第１２条 （支払方法） 

１．当社は、決済額について、別紙に定める締切日（又は両当事者間で別途合意する締

切日）に締め切り、別紙に定める支払日（又は両当事者間で別途合意する支払日）

にそれぞれの合計金額から第３条に定める決済手数料、チャージバック手数料、ト

ランザクション料、その他の諸費用を差し引いた金額を加盟店の指定する口座へ振

り込む方法により支払うものとします。支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日

に支払うものとします。なお、当社と加盟店の間でなされる支払いに必要な振込手

数料は、加盟店が負担するものとします。 

２．加盟店は、前項の当社からの振込額について誤りがないか遅滞なく確認するものと

します。当社は、支払後１年間の経過をもって、誤り等に関する一切の責任を免れ

るものとします。 

 

第１３条 （相殺） 

１． 本契約に基づき、加盟店が当社に対して負担する債務の全部又は一部が未払いの場

合、当社は、当社の選択により、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺できるも

のとします。 

２． 第２４条第１項第２号から第５号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づ

き当社が加盟店に対し負担する金銭債務と当社が加盟店に対して請求することので

きる一切の金銭債権（本契約に基づくものであるか否かは問いません。）とは、何ら

の意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。 

３． 本契約の解除条項若しくは第２４条第１項各号（第２号から第５号を除きます。）の

いずれかの事態が発生した場合、又は当社が必要又は適当と認めた場合、当社は、

本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の債務と当社が加盟店

に対して請求することのできる一切の金銭債権（本契約に基づくものであるか否か

は問いません。）とを相殺することができるものとします。 

４．当社は、加盟店が当社のグループ会社（アルファノート株式会社を含みます。）に対

して負担する債務のうち、期限の到来しているものを立替払いをすることができる

こととし、当該立替払いにより立替払い額と同額の求償債権を加盟店に対して取得

して、当社が加盟店に対して負担している債務と相殺できるものとします。 

５． 加盟店は、当社の承諾がない限り、加盟店が当社に対して有する債権と、加盟店が

本契約に基づき当社に対して負担する債務とを相殺できないものとします。ただし、

当社について、第２４条第１項第３号又は第５号の事由が生じた場合を除きます。 

 

第１４条 （会員との紛議） 

１． 会員の対象決済手段の利用により加盟店が対象取引した商品等に契約不適合のあっ

た場合及び加盟店の責任に基づくアフターサービス上又は販売上のトラブル等につ

いては、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。 

２． 加盟店は、会員との紛議の解決に際して、当社の事前の承諾を得ることなく、会員

に対して決済額の全部又は一部を返金してはならないものとします。 

 

第１５条 （報告） 

加盟店は、当社から求められたときは、決算状況、財務状況その他の加盟店に係る

状況、又は対象取引若しくは対象取引に係る決済に関し、書面その他当社が適当と

認める方法により、当社に対し報告するものとします。 

 

第１６条 （調査等） 

１． 次の各号のいずれかの事由があると当社が判断したとき又は提携会社等から調査を



求められたときは、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟

店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれ

に応じるものとします。 

（１）加盟店又は委託先においてカードの会員番号等又は個人情報が漏えい、滅失

若しくは毀損し、又はそのおそれが生じたとき 

（２）加盟店が行った対象取引について不正利用が行われ、又はそのおそれがある

とき 

（３）加盟店が法令又は本契約に違反し、又は違反しているおそれがあるとき 

（４）前各号に掲げる場合のほか、加盟店の対象取引に関する苦情の発生の状況そ

の他の事情に照らし、当社が法令等遵守、又は与信管理の観点から加盟店に

対する調査を実施する必要があると認めたとき 

２．前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものと

します。 

（１）必要な事項の書面又は口頭による報告を受ける方法 

（２）カードの会員番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する

加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法 

（３）加盟店若しくは委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受

ける方法 

（４）加盟店又は委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施

設又は設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調

査する方法 

３．前項第４号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等

をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等

を内容とする調査（デジタルフォレンジック調査）が含まれる場合があります。 

４．当社は、第１項第１号又は第２号の調査を実施するために必要となる費用であって、

当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求すること

ができます。ただし、第１項第１号に基づく調査については、加盟店が本契約を遵

守している場合、第１項第２号に基づく調査については、加盟店が第１項に定める

調査及び第２項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありま

せん。 

５．第１項の調査の結果、加盟店における本サービスの利用に問題が生じていると当社

が判断した場合、当社は加盟店に対し、必要な是正及び改善のために必要な計画の

策定及び実施を求めることができます。この場合、当社が定めた期間内に加盟店が

計画若しくは是正を実施しないとき又は是正及び改善が不十分であるときは、当社

は、本サービスの提供を一時停止又は本契約を直ちに解除できるものとします。 

 

第１７条 （損害賠償） 

１．加盟店による本契約への違反、その他加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損

害を被った場合には、当社は、加盟店に対し相当因果関係の範囲の損害（合理的な

範囲の弁護士の費用を含みます。）を請求できるものとします。 

２．前項の損害には、提携組織の規則等若しくは提携会社又は第三者との契約により当

社が負担することとなった又は課すことを決定した罰金・違約金（名称の如何を問

わないものとします。）等を含むものとします。 

３． 第１項に基づく損害の額の算定が困難な場合、当該債務不履行又は不法行為が継続

する間、１日３万円の損害額と扱います。 

 

第１８条 （担保の提供） 

加盟店が、本契約に基づき当社に対して債務を負担している場合（将来当社に対し

て債務を負担し得ると当社が判断した場合を含みます。）に、当社から担保の提供

を求められたときは、加盟店は当社の承認する担保を提供するものとします。な

お、当社が提供を求める担保は、チャージバックリスク等を勘案し、合理的な範囲

内で設定するものとします。 

 

第１９条 （遅延損害金） 

当社は、加盟店が本契約に基づき当社に支払うべき金員につき所定の支払日までに

支払わなかった場合、その支払の遅延した金額につき支払日の翌日から実際に支払

のあった日までの日数に応じて、年14.6％の割合（年365日の日割計算）による遅

延損害金を請求できるものとします。 

 

第２０条 （第三者からの請求等） 

１．個人情報の漏えい、滅失又は毀損等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外におい

て、当社に対する損害賠償請求等の請求がされた場合、加盟店は当該請求の調査解

決等につき当社に協力するものとします。 

２．前項の第三者からの当社に対する請求が、加盟店の責めによる場合、当社が当該請

求を解決するのに要した一切の費用（直接の費用であるか間接の費用であるかを問

わず、弁護士費用等を含みます。）を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、

当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 

 

第２１条 （表明・保証） 

１．加盟店は、当社に対し、本契約及び個別契約締結日時点並びに本契約の有効期間中

において、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。 

（１）行為能力 

加盟店は、適用法令上、本契約又は個別契約を締結し、これらに基づく権利を

行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること 

（２）社内手続 

加盟店は、本契約又は個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務

を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部

手続を適法かつ適正に完了していること 

（３）適法性等 

本契約若しくは個別契約を加盟店が締結し、又は加盟店がこれらに基づく権

利を行使し若しくは義務を履行することが、加盟店に対して適用のある一切

の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする

契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと 

（４）有効な契約 

本契約及び個別契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力

のある契約であること 

（５）非詐害性 

加盟店は、本契約又は個別契約締結日において債務超過ではなく、加盟店が

本契約又は個別契約を締結することは、詐害行為取消しの対象とはならず、

加盟店の知り得る限り、本契約又は個別契約について詐害行為取消しその他

の異議を主張する第三者は存在しないこと 

（６）提供情報の正確性 

加盟店が、本契約及び個別契約の締結に際して、当社に提供した情報は、重要

な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されているこ

と 

（７）反社会的勢力 

加盟店が、反社会的勢力に該当しないこと、及び暴力的な要求行為等を行わ

ないこと 

（８）処分等 

加盟店は、本契約又は個別契約締結日において、特定商取引に関する法律に

定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと及び直近５年間に同

法による処分を受けていないこと、並びに、消費者契約法に掲げられた消費

者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと及び直近５年間に

同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと 

（９）体制整備 

第１６条並びに「カードの取扱いに関する特約」第４条、第１０条第１項から

第６項、第１２条及び第１３条を遵守するための体制の整備が完了している

こと 

２．当社は、加盟店に対し、次の各号の事項を表明・保証します。 

（１）行為能力 

当社は、適用法令上、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行

使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること 

（２）社内手続 

当社は、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を

履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手

続を適法かつ適正に完了していること 

（３）反社会的勢力 

当社が、反社会的勢力に該当しないこと、及び暴力的な要求行為等を行わな

いこと 

３． 前項に定める以外の事項について、当社は、何らの表明・保証をするものではあり

ません。 

 

第２２条 （秘密保持義務） 

１． 当事者は、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、

第三者に提供、開示又は漏えいせず、本契約の履行その他本契約に定める目的以外

の目的に利用しないものとします。ただし、各当事者は、相手方の秘密情報をその

委託先に提供することができるものとします。この場合、各当事者は、それぞれの

委託先の行為について責任を負うものとします。 

２．各当事者は、相手方の秘密情報を漏えい、滅失又は毀損等することがないよう必要

な措置を講ずるものとし、当該情報の漏えい、滅失又は毀損等に関し責任を負うも

のとします。 

３．各当事者は、本契約が終了した場合において、相手方の指示があるときは、秘密情

報を返却又は廃棄するものとします。 

 

第２３条 （有効期間） 

１． 本契約の有効期間は、申込日から１年間とし、当社又は加盟店から相手方に対する

期間満了の３か月前までの書面による更新拒絶の意思表示がない限り、以後１年間

更新されるものとし、その後も同様とします。 

２． 当初の１年間の期間満了前に、加盟店が本契約を解除する場合、加盟店は、当社に

対し、残期間に相当する月額基本料を支払うものとします。 

３． 加盟店が６か月以上継続して対象取引を取扱っていない場合、又は、当社と加盟店

との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は、加盟店が届け出た住所若し

くは電子メールアドレスに書面により通知すること又は当社ウェブサイト上に書面

を掲示することにより本契約を解約できるものとし、その解約の効力は、その解約

の通知に記載された日に生じるものとします。 

４． 当社が提携会社による審査方針その他の理由により、本サービスの提供ができない

場合には、当社は、加盟店との本規約に基づく契約における当社の地位を、加盟店

に事前に通知の上、当社のグループ会社に承継させることができるものとします。

ただし、この場合、当社は、当社のグループ会社による契約条件の遵守について責

任を負うものとします。 

 

第２４条 （解除） 

１．加盟店について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、本契約を直ち

に解除できるものとします。 

（１）本契約に違反した場合 

（２）監督官庁から営業停止・業務改善その他の行政処分を受けた場合 

（３）自ら振り出し又は引き受けた、手形又は小切手につき不渡りとなった場合、

その他支払停止となり、又は支払不能となった場合 

（４）差押、仮差押、仮処分、又は租税滞納処分を受けた場合 

（５）清算手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、その他こ

れに類似する倒産手続が開始した場合、又は、これらの手続きの申立を自ら

した場合 

（６）経営状態又は信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の

事由がある場合 

（７）加盟店（加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じとしま

す。）が、反社会的勢力に該当した場合、又は次の①から⑤のいずれかに該当

したことが判明した場合 

①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ

と 

③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められ

る関係を有すること 

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をし

ていると認められる関係を有すること 

⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難さ

れるべき関係を有すること 

（８）加盟店が、自ら又は第三者を利用して、次の①から⑤のいずれかに該当する

行為をした場合 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、

当社の業務を妨害する行為 

⑤その他①から④に準ずる行為 

（９）加盟店届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合 

（10）割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反した場

合 

（11）加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合 

（12）加盟店申込書又は本契約に基づく届出事項（変更届出を含みます。）に記載事

項を偽って記載した場合 

（13）第１１条第２項の返金に応じなかった場合 

（14）提携会社又は提携組織から、理由の有無又はいかんを問わず、加盟店への本

サービスの提供が不適当である旨通知を受けた又は本契約の解消を求められ

た場合 

（15）当社への支払いを延滞した場合（本契約に限られません。） 

（16）加盟店が個人の場合において、当該個人が死亡し、その相続人が本契約に定

める義務を履行できないと当社が判断した場合 

（17）加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定め

る義務を履行できないと当社が判断した場合 

（18）その他、当社が加盟店として不適当と認めた場合 

２．加盟店は、前項第２号から第５号のいずれかに該当した場合又は前項に基づき本契

約を解除した場合、当社に対して負担する金銭債務について当然に期限の利益を喪

失するものとします。 

３．本契約に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。 

 

第２５条 （決済取扱の一時停止） 

１．当社は、本サービスの稼働状況を良好に保つため、加盟店に対して、あらかじめ通

知のうえ、その運用を一時停止し、保守点検を行うことがあります。また、当社は、

地震、台風、津波その他の天変地異、戦争等、火災、サイバーアタック、重大な疾

病、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為その他やむを得な

い事由があるときは、事前通知なく、緊急に本サービスの提供を一時停止する可能

性があります。 

２．当社は、加盟店が前条第１項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合に

は、当該加盟店との関係で、本契約に基づく決済を一時的に停止することができる

ものとします。 

３．加盟店は、本契約に基づく決済の取扱いを休止できません。ただし、当社が承諾し

た場合はこの限りでありません。 

４．当社は、前三項による停止等により損害が生じたとしても責任を負わないものとし

ます。 

 

第２６条 （知的財産権） 

１．当社は、当社又は当社に対する利用許諾元が保有する知的財産権について、本契約

に基づき、本契約に定める以外の一切の権利を付与するものではありません。 

２．加盟店は、当社所定の商標、サービスマークを当社の定める表示方法・条件に従っ

て、対象決済手段のために表示できるものとします。 

 

第２７条 （本契約終了後の取扱い） 

１．加盟店は、本契約が解約又は解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店

標識（第７条第１項参照）を外すものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品

その他当社からの交付物を直ちに当社へ返却するものとします。ただし、当社から

廃棄すべき旨の連絡があった場合には、安全かつ適切な方法で廃棄するものとしま

す。 

２．本契約の終了、その他の事由により、本サービスの取扱いが終了した場合、加盟店

は、当社から交付又は貸与された売上票、売上集計表等すべての当社取扱関係書類・

販売用具を、直ちに加盟店の負担において速やかに当社へ返却するものとします。 

３．本契約終了後も、第１２条から第２０条、第２２条、第２４条第３項、前条第１項、

本条、次条、第２９条、第３２条、第３３条の規定は存続するものとします。また、

本契約終了時において、未払いの債務がある場合は、当該条項が履行されるまでの

間、本契約の関連条項は、引き続き適用されるものとします。 

 

第２８条 （精算預り金） 

１．加盟店又は当社のいずれかから本契約の解除又は解約の通知がなされた場合、当社

は、第１１条第１項各号の事由の存否にかかわらず、加盟店の過去最も決済額の大

きい月の決済額の10％若しくは10万円、又は同一の会員による合計決済額のいずれ

か高い方の金額を、次回以降の加盟店に対する第１２条に基づく支払金から控除す

る方法その他当社所定の方法により、加盟店から精算預り金として預かることがで

きるものとします。なお、本項との関係で、「同一の会員」とは、名義が同一の場合

だけでなく、電話番号が同一である等、当社が把握している諸事実に鑑み、当社が

同一の会員と合理的に判断した場合を含みます。精算預り金について、法定利息そ

の他遅延損害金の支払義務を当社は負わないものとします。 

２．当社は、加盟店に係る精算有無を確認し、精算が必要な場合は精算預り金を充当し、

解約日の８か月後の日の属する月の月末までに加盟店に精算預り金（充当がある場

合は充当後の残額）を返還するものとします。ただし、当社の与信管理のために正

当な理由があると認められる場合は、当該期間を当社が合理的と認める範囲で延長

できるものとします。 

 

第２９条 （免責） 

１．当社は、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争等、火災、サイバーアタック、重

大な疾病、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、通信回線

等の事故・不通など当社の合理的な支配を超えた事由による債務の不履行について

責任を負わないものとします。 

２．当社は、第三者に生じた間接損害、及び当社のサービスを利用できなかったことに

よる損害（逸失利益）について、責任を負わないものとします。 

 

第３０条 （連帯保証人） 

加盟店は、決済額の支払後の決済の取消しその他の事由により当社が損害を被る可

能性がある点を認識し、当社が必要と判断した場合、本契約に基づく当社の請求権

を担保するため信用力のある連帯保証人を立てるものとします。 

 

第３１条 （本規約等の改訂） 

当社は、合理的な予告期間を設けて、変更後の内容をあらかじめ当社のウェブサイ

ト（加盟店向けの管理画面を含みます。）において周知し、又は加盟店に個別に通

知することにより、本規約等を変更できるものとします。 

 

第３２条 （合意管轄裁判所） 

加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所又は

東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３３条 （準拠法） 

本契約及び個別契約に関する準拠法は日本国法とします。 

 
 

＜ CAT等の端末貸与条件特約 ＞ 

 

このCAT等の端末貸与条件特約は、当社が、加盟店に対し、CAT等の端末を貸与する場合

に適用される特約です。この特約に定めがない用語は、アナザーレーン加盟店規約に定

めるとおりとします。 

 

第１条 （CAT等の交付） 

１．本契約その他の当社と加盟店との合意に基づき、当社が、CAT等を交付することを合

意した場合には、当社は、加盟店にCAT等を交付します。 

２．加盟店は、CAT等を受領した後、故障その他の契約の内容に適合しているかの検査を

するものとし、契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」といいます。）が

ある場合には、直ちに当社に連絡を行うものとします。 

３．当社は、前項の連絡を受けて、速やかに、履行の追完として、修理又は代替品の提

供を行うものとします。ただし、当該契約不適合が、加盟店の責めによる場合は、

加盟店の費用負担とします。 

４．加盟店は、第２項の検査では発見できない契約不適合（数量の相違を除きます。）を

発見した場合、CAT等を受領した日から１か月以内に当社に対してその旨の連絡を行

わないときは、履行の追完を請求することができないものとします。 

５．加盟店は、契約不適合をもって、当社に対して代金の減額請求、又は損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができないものとします。 

 

第２条 （CAT等の所有権） 

１．CAT等の所有権は、当社に帰属するものとします。 

２．加盟店は、当社が貸与するCAT等を、善良な管理者の注意をもって、当社が交付する

使用上の注意（「製品説明書」等）、及び、当社の明示的な指示に従って利用するも

のとします。 

３．加盟店が当社からSIMの貸与を受ける場合において当該SIMに係る無線通信サービス

は、当社と無線電話会社の間で締結された利用契約に基づくものであり、加盟店は、

当社と無線電話会社との間で合意された利用条件に従う必要があります。 

 

第３条 （禁止行為） 

加盟店は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。 

（１）CAT等を分解・分析すること、又は第三者に分解・分析させ、若しくは分解・

分析の許諾を行うこと。 

（２）当社が指定する保守業者以外の者にCAT等の分析、修理、改造をさせること。 

（３）CAT等に含まれるプログラムの逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エン

ジニアリング等をすること。 

（４）CAT等に付属する充電器以外を利用すること。 

 

第４条 （CAT等の一時的な障害） 

加盟店は、CAT等の利用の際、次の各号に該当する場合には、CAT等の使用を停止す

るものとします。 

（１）CAT等が故障した場合 

（２）当社から本サービスの停止又は中断の連絡があった場合 

（３）通信異常により通信エラーを繰り返した場合 

（４）通信圏外又は通信状態が不安定な場合 

（５）CAT等が接続する無線通信サービスに障害が発生した場合 

 

第５条 （故障等） 

１．加盟店は、CAT等に異常・故障又は紛失・盗難等が発生した場合、速やかに当社が指

定した連絡先に連絡するものとします。 

２．前項の連絡を受けて、当社は、CAT等の端末の修理又は交換の方法について検討し、

修理と交換のいずれが妥当かを判断し、加盟店において費用が発生する場合には、

加盟店に連絡するものとします。 

３．加盟店は、次のいずれかに該当する事由により異常・故障又は紛失・盗難等が生じ

た場合には、CAT等の交換又は修理に要した費用を当社に補償するものとします。 

（１）火災その他の事由によりCAT等の全部又は一部が燃焼したこと 

（２）水没その他の事由によりCAT等の全部又は一部が水に接触したこと 

（３）落下その他の外部からの一定の衝撃によりCAT等の全部又は一部が破損又は故

障したこと 

（４）磁石に近づけたことその他の事由によりCAT等の全部又は一部に強い電流又は

電磁波が影響したこと 

（５）加盟店がCAT等を紛失し、又は盗難にあったこと 

（６）法令、本規約、その他の当社と加盟店との間の合意に違反する行為 

（７）その他、加盟店又はその委託先に責めに帰すべき事由がある事由 

 

第６条 （保守サービス） 

１．加盟店は、当社が別途定める額の保守サービス費用を当社に支払うことにより、当

社の保守サービスを受けることができます。 

２． 前項の保守サービスの内容は、本契約において別途合意のない限り、「前条第３項に

より加盟店が当社に対して補償義務を負う場合においてその補償費用を当社が負担

すること」とします。なお、免除される補償費用の上限は、制度の悪用を防ぐため、

年に１台分のCAT等の費用相当額までとし、かつ、加盟店がCAT等の当社に対する返

送を行うことを条件とします。 

３．前項に基づく当社の負担について、制度の悪用を防ぐため、前条第３項第５号（紛

失・盗難）の場合、当社は適用しないものとできます。 

 

第７ 条 （返還） 

１．加盟店は、本契約が終了した場合又はCAT等の貸与期間終了した場合、CAT等を当社

に返還するものとします。当該返還に係る費用は加盟店の負担とします。返還に際

し運送業者を利用する場合は、当該運送業者の規則等を遵守するものとします。 

２．加盟店が、CAT等を紛失その他の事由により速やかに返還しない場合、当社は、加盟

店に対し、当該CAT等の費用として税抜額５万円を請求できるものとします。なお、

当社に対する当該費用の支払後（相殺による支払を含みます。）に、加盟店が、CAT

等を返還しても、当社は、受領した当該費用の返金の義務を負わないものとします。 

 

第８条 （損害賠償） 

１．加盟店による本特約への違反、その他加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損

害を被った場合には、当社は、加盟店に対し相当因果関係の範囲の損害（合理的な

範囲の弁護士費用を含みます。）を請求できるものとします。 

２．前項の損害には、当社の運送業者との契約により当社が負担することとなった違約

金・延滞金（名称の如何は問わないものとします。）等を含むものとします。 

 
 

＜ ドロア等の貸与条件特約 ＞ 

 

このドロア等の貸与条件特約は、当社が、加盟店に対し、ドロア等（ドロア、サーマル

プリンター、iPad、バーコードリーダーをいいます。）を貸与する場合に適用される特約

です。この特約に定めがない用語は、アナザーレーン加盟店規約に定めるとおりとしま

す。 

 

第１条 （ドロア等の交付） 

１．本契約その他の当社と加盟店との合意に基づき、当社が、ドロア等を交付すること

に合意した場合（以下「賃貸借契約」といいます。）には、当社は、加盟店にドロア

等を貸与します。 

２．当社は加盟店に対し、ドロア等を加盟店の指定する日本国内の場所において引き渡

します。ドロア等の引渡方法は当社が決定し、加盟店は引渡しに係る費用を負担す

るものとします。 

３．加盟店は、ドロア等を受領した後、故障その他の契約の内容に適合しているかの検

査をするものとし、契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」といいます。）

がある場合には、直ちに当社に連絡を行うものとします。 

４．当社は、前項の連絡を受けて、速やかに、履行の追完として、代替品の引渡しを行

うものとします。ただし、当該契約不適合が、加盟店の責めによる場合は、加盟店

の費用負担とします。 

５．加盟店は、第３項の検査では発見できない契約不適合（数量の相違を除きます。）を

発見した場合、ドロア等の引渡しを受けた日から２日以内に当社に対してその旨の

連絡を行わないときは、履行の追完を請求することができないものとします。 

６．加盟店は、契約不適合をもって、当社に対して代金の減額請求、又は損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができないものとします。 

 

第２条 （ドロア等の所有権） 

１．ドロア等の所有権は、当社又は当社の提携会社に帰属するものとします。 

２．加盟店は、当社が貸与するドロア等を、善良な管理者の注意をもって、当社又は提

携会社が交付する使用上の注意（「製品説明書」等）、及び、当社又は提携会社の明

示的な指示に従って利用するものとします。 

３．加盟店が当社の提携会社からドロア等の貸与を受ける場合において当該ドロア等に

ついては、当社と当社の提携会社の間で締結された賃貸借契約に基づくものであり、

加盟店は、当社と当社の提携会社との間で合意された賃貸借条件に従う必要があり

ます。 

４．加盟店が当社の提携会社からドロア等の貸与を受ける場合において、当該ドロア等

にSIMが含まれるときは、当該SIMに係る無線通信サービスは、当社の提携会社と無

線電話会社の間で締結された利用契約に基づくものであり、加盟店は、当社の提携

会社と無線電話会社との間で合意された利用条件に従う必要があります。 

 

第３条 （貸与期間） 

ドロア等の貸与期間は、別紙に定め、ドロア等の引渡日から起算するものとします。 

 

第４条 （レンタル料金） 

１． 加盟店は、当社から加盟店に対し交付する別紙に定めるレンタル料金及びその他の

諸費用（以下「レンタル料金」といいます。）を請求書記載の支払期限までに銀行振

込の方法により支払うものとします。 

２．当社は、当社の提携会社からの要請その他相当な事由がある場合は、当該変更の内

容を事前に加盟店に通知のうえ、加盟店から都度承諾を得ることなく、レンタル料

金を変更できるものとします。本項に基づく変更により加盟店に生じた損害等につ

いて、当社は一切責任を負いません。 

 

第５条 （禁止行為） 

加盟店は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。 

（１）ドロア等を分解・分析すること、又は第三者に分解・分析させ、若しくは分

解・分析の許諾を行うこと。 

（２）当社が指定する保守業者以外の者にドロア等の分析、修理、改造をさせるこ

と。 

（３）ドロア等に含まれるプログラムの逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・

エンジニアリング等をすること。 

（４）当社の書面による承諾なく、ドロア等を、第三者に譲渡・転貸・質入等する

こと。 

（５）ドロア等に貼付された当社又は当社の提携会社の所有権を明示する標識等を

除去又は汚損すること。 

（６）ドロア等に付属する充電器以外を利用すること。 

 

第６条 （ドロア等の一時的な障害） 

加盟店は、ドロア等の利用の際、次の各号に該当する場合には、ドロア等の使用を

停止するものとします。 

（１）ドロア等が故障した場合 

（２）当社からドロア等の使用の停止又は中断の連絡があった場合 

（３）ドロア等が接続する無線通信サービスに障害が発生した場合 

 



第７条 （故障等） 

１．加盟店は、ドロア等に異常・故障又は紛失・盗難等が発生した場合、速やかに当社

に連絡するものとします。 

２．前項の連絡を受けた後、当社は、修理又は代替品の引渡しを行うものとします。ま

た、加盟店において費用が発生する場合には、加盟店に連絡するものとします。た

だし、当社が貸与したドロア等を加盟店が滅失（紛失、盗難、燃焼その他修理不能

なものをいい、当社又は当社の提携会社に帰属する所有権の侵害を含みます。）した

場合、当社は、修理又は代替品の引渡しを行いません。 

３．加盟店は、次のいずれかに該当する事由により異常・故障又は紛失・盗難等が生じ

た場合には、ドロア等の交換又は修理に要した費用を当社に補償するものとします。 

（１）火災その他の事由によりドロア等の全部又は一部が燃焼したこと 

（２）水没その他の事由によりドロア等の全部又は一部が水に接触したこと 

（３）落下その他の外部からの一定の衝撃によりドロア等の全部又は一部が破損又

は故障したこと 

（４）磁石に近づけたことその他の事由によりドロア等の全部又は一部に強い電流

又は電磁波が影響したこと 

（５）加盟店がドロア等を紛失し、又は盗難にあったこと 

（６）法令、本規約、その他の当社と加盟店との間の合意に違反する行為 

（７）その他、加盟店に責めに帰すべき事由がある場合 

 

第８条 （解約レンタル料金） 

加盟店は、理由の有無又はいかんを問わず、貸与期間の中途で賃貸借契約が終了し

た場合であっても、第４条第１項に定めるレンタル料金全額の支払義務を免れない

ものとします。また、レンタル料金が支払済みである場合、当社は当該レンタル料

金の返還義務を負いません。ただし、賃貸借契約の終了が当社の責めに帰すべき事

由による場合はこの限りでありません。 

 

第９条 （返還） 

１．加盟店は、賃貸借契約が終了した場合又はドロア等の貸与期間が終了した場合、ド

ロア等を当社又は当社の提携会社の指定する場所に返還するものとします。当該返

還に係る費用は加盟店の負担とします。返還に際し運送業者を利用する場合は、当

該運送業者の規則等を遵守するものとします。 

２．加盟店が、ドロア等を紛失その他の事由により速やかに返還しない場合、当社は、

加盟店に対し、賃貸借期間の終了日の翌日からドロア等の返還日まで、第４条第１

項に定めるレンタル料金（貸与期間が１か月に満たない場合は月額に換算したレン

タル料金とします。）の倍額相当額の延滞金を請求できるものとします。ただし、１

か月に満たない日数は、１か月とみなすものとします。 

３．当社に対する前項の延滞金の支払後（相殺による支払を含みます。）に、加盟店が、

ドロア等を返還しても、当社は、受領した当該延滞金の返金の義務を負わないもの

とします。 

４．加盟店は、ドロア等に蓄積されたデータがある場合には、当該データを消去して、

返還するものとします。当社及び当社の提携会社は、返還されたドロア等にデータ

が残存している場合、当該データの漏えい、滅失又は毀損等に関し、責任を負わな

いものとします。 

５．返還されたドロア等に、ドロア等の引渡前には存在しなかった破損又は故障を発見

した場合、当社は、加盟店に対し、当該破損若しくは故障の修理代相当額又はドロ

ア等の代替品の調達費用を損害賠償として請求できるものとします。 

 

第１０条 （損害賠償） 

１．加盟店による本特約への違反、その他加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損

害を被った場合には、当社は、加盟店に対し相当因果関係の範囲の損害（合理的な

範囲の弁護士費用を含みます。）を請求できるものとします。 

２．前項の損害には、当社の提携会社との契約により当社が負担することとなった違約

金・延滞金（名称の如何は問わないものとします。）等を含むものとします。 

 

第１１条 （免責） 

１．当社及び当社の提携会社は、ドロア等に含まれるアプリケーションその他一切の情

報の内容及び形式に関し、その安全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も

行わず、また、責任を負わないものとします。 

２．当社及び当社の提携会社は、ドロア等が接続する無線通信サービスに障害及び無線

通信サービスの内容に関し、いかなる保証も行わず、また、責任を負わないものと

します。 

 

 

< カードの取扱いに関する特約 > 
 

このカードの取扱いに関する特約（以下「カード特約」といいます。）は、アナザーレー

ン加盟店規約に係るカードの取扱いに関して定める同規約の付随規約です。この特約に

定めがない用語は、アナザーレーン加盟店規約（以下「基本規約」といいます。）に定め

るとおりとします。 

 

第１条 （包括代理権の授与） 

１． 加盟店は、当社に対し、次の各号に定める事項につき、当社が加盟店の代理人と

して提携会社との間で包括的に加盟店を代理する権限を付与するものとします。

加盟店は、本契約の有効期間中、当該代理権の付与を撤回できません。 

（１） 加盟店が提携会社よりクレジットカード決済の提供を受けるために必要と

なる契約（当該契約に付帯し、現在及び将来締結されるものを含みます。）の

締結及びそれに付随する一切の行為 

（２） 提携会社に対する各種届出・通知、提携会社からの通知等の受領 

（３） 提携会社への決済承認の依頼、承認結果の取得 

（４） 決済額の請求（債権譲渡の委託等を要する場合は、当該委託等を含みます。）、

決済額の受領 

（５） 決済の取消し、提携会社への決済額の返金 

（６） 上記の各号に付随又は関連する一切の業務 

（７） その他、加盟店と当社の間で別途合意し、提携会社の承認を得た業務 

２． 当社は、加盟店が複数の提携会社との間で契約を締結している場合、当社の裁量

により、どの提携会社に対し決済承認を依頼するかを決定することができ、加盟

店は異議を述べないものとします。 

 

第２条 （提携会社の承認） 

１． 加盟店は、提携会社よりクレジットカード決済の提供を受けるために必要となる

契約の締結に際し、提携会社所定の申請書及び提携会社の求める書類を提出する

ものとし、当該申請書等の提携会社への提出を当社に委託し必要な協力をするも

のとします。 

２． 前項により提携会社が加盟店へのクレジットカード決済の提供を承認した場合

は、提携会社から当社に対し承認の旨を通知することにより、提携会社と加盟店

との間のクレジットカード決済の提供に係る契約が成立します。 

３． 提携会社が承認を拒否した場合、当社は加盟店に対し、承認が拒否された旨の通

知を行います。このとき、提携会社及び当社は承認拒否の理由を開示する義務を

負わないものとします。 

４． 加盟店は、第１項により当社に提出した申請書及び書類の内容に変更が生じた場

合は、当該変更内容を当社に対し届け出るものとします。当該届出は、当社指定

の書式によるものとし、合理的な理由がない限り変更前に届け出るものとします。 

 

第３条 （決済の対象となる決済の種類） 

加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の種類は１回払いのみとしま

す。ただし、基本規約第４条第１項に基づきそれ以外の決済の種類についての承認

を得た加盟店については、その承認の範囲で、この限りでありません。 

 

第４条 （カードの取扱方法） 

１．加盟店は会員からカードの提示による対象取引の要求があった場合は、善良な管理

者の注意をもって、カードの有効性及びカード名義人との同一性を確認のうえ、対

象取引の承認を得るものとします。その際、当該カードの真偽、有効期限、無効カ

ード（紛失・強盗等）の通知の有無、又は会員が正しい暗証番号を入力したこと等

を確認するとともに、写真入りカードの場合には、会員が当該カード面の写真と同

一であること等、当該対象取引が不正利用に該当しないことを確認して、対象取引

を行うものとします。 

２．本契約に基づき決済できる金額は商品販売代金又はサービス提供代金（いずれも税

金、送料を含みます。）のみとし、加盟店は、送金・貸付・カード枠の現金化、過去

の売掛金の精算等のために本契約に基づく決済を行うことはできません。なお、加

盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとし

ます。 

３．加盟店は、売上データ又は売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異な

る日付記載等はできません。金額に誤りがある場合には、新たに本条の手続により、

売上データ又は売上票を作成しなおすものとします。 

４．加盟店は、当社所定の売上データの形式又は売上票以外は使用できないものとしま

す。ただし、当社が事前に承認した売上データ又は売上票については使用できるも

のとします。また、売上データ又は売上票は加盟店の責任において保管・管理し、

第三者に譲渡、移転又は使用許諾できないものとします。 

 

第５条 （不審な取引） 

１．加盟店はカードの提示者が明らかにカード記載の会員ではないと思われる場合、明

らかに不審と思われる場合、その他カードの不正利用が疑われる場合には、対象取

引を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。 

２．加盟店は当社が会員のカードの使用状況その他不正利用の調査の協力を求めた場合

にはこれに対し協力するものとします。 

 

第６条 （無効カードの取扱い） 

加盟店は、提示されたカードが当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告され

たカードであった場合及び明らかに偽造・変造・模造と思われるカードであった場

合は、対象取引を行わないものとします。 

 

第７条 （ライアビリティ・シフト） 

１． 加盟店が、対面取引において、提示されたクレジットカードが磁気カードである場

合、又は、ICカードについて磁気データを用いて決済を行った場合において、提示

されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たと

きは、当社は、加盟店に対し、当該決済額に係る支払を拒み又は支払済みの当該金

員の返還を請求することができるものとします。 

２．前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限する趣旨の

規定ではありません。 

 

第８条 （支払請求） 

１． 対象取引により加盟店が会員に対して売上債権を取得した場合、その売上票及び売

上集計表又は売上データを当社が定めた期日までに、当社宛に送付又は送信し、当

該債権を当社に対して支払請求するものとします。 

２． 対象取引を行った日から２か月を経過した債権は支払請求の対象になりません。 

 

第９条 （個人情報の安全管理） 

１． 加盟店は、加盟店が取得した個人情報（取得しようとしているものを含みます。以

下同じ。）を、安全な方法で管理し、会員の承諾なく、法令に反して第三者に提供、

開示又は漏えい（以下「漏えい等」といいます。）せず、目的外利用しないものとし

ます。 

２． 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。 

（１）当事者間で書類、記録媒体等を通じてオフラインで交換される会員の個人に

関する情報 

（２）加盟店が当社からオンラインで直接受け取った会員の個人に関する情報（申

込書等） 

（３）当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報（加盟店売上

情報等） 

（４）カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の

個人に関する情報（加盟店売上情報等） 

３． 加盟店は、その保有する個人情報を漏えい等することがないよう必要な措置を講ず

るものとし、個人情報の漏えい等に関し責任を負うものとします。 

４． 加盟店は、会員の個人情報の漏えい等が生じた場合又は加盟店において漏えい等が

発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、直ちに当社に

対し、漏えい等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければなら

ないものとします。 

５． 前各項の定めは、本契約終了後も有効とします。 

 

第１０条 （カードの会員番号等の適切な管理） 

１．加盟店は、決済の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カー

ドの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。また、決済の実施に必要が

ある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を会員に対し提

供するよう求めてはならないものとします。 

２．加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、

カードの会員番号等の漏えい等を防止するために善良な管理者の注意をもって取り

扱うものとします。 

３．加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、セキュリティガイドライン

に掲げられた措置又はそれと同等の措置を講じるものとします。 

４．加盟店が前項の規定によりカードの会員番号等の適切な管理のために講じるセキュ

リティガイドラインに掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様

（加盟店が第三者にカードの会員番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者

がカードの会員番号等の適切な管理のために講じるセキュリティガイドラインに掲

げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。）を当社に届

け出るものとします。また、当該措置に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法に

より当社へ報告を行うものとします。なお、加盟店が、「カードの会員番号等の非保

持」の措置を選択する場合（非保持型の当社サービスを選択する場合を含みます。）

には、加盟店によるカードの会員番号等の取得、保持、処理ができないこととなり

ます。この場合、当社は、加盟店から、カードの会員番号等の開示の請求を受けて

も、加盟店に対し、開示を行いません。 

５．前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由によ

り、当該方法又は態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置又

はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の

漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は

態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 

６．加盟店は、カードの会員番号等の漏えい等が生じた場合又は加盟店において漏えい

等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、その発生

の日から10営業日以内に、漏えい等の原因を調査のうえ、当社に対し報告し、二次

被害の拡大及び再発防止のための必要な措置（加盟店の従業者に対する必要かつ適

切な指導を含むものとします。）を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなけ

ればならないものとします。 

７．当社は、(i)前項の措置が不十分であると認めた場合、(ii)他の加盟店でのカードの

会員番号等の漏えい等が発生した場合において類似の漏えい事故の発生を防止する

必要があるとき、(iii)その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措

置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うも

のとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。

当社が行う措置・指導には次の各号の措置を含みますが、これに限られません。 

（１）当社が指定する外部調査機関を用いたシステム診断 

（２）決済の停止 

８．加盟店の保有する会員の個人情報又はカードの会員番号等の漏えい等が発生した場

合において、加盟店が遅滞なく公表等の措置をとらない場合には、当社は、事前に

加盟店の同意を得ることなく、(i)自らその事実を公表し、(ii)提携カード会社若し

くは監督官庁等に対して報告し、又は、(iii)自ら若しくは提携カード会社の判断で

漏えい等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知する（若しくは通知

させる）ことができるものとします。 

 

第１１条 （委託の場合の個人情報等の取扱い） 

１．加盟店は、本契約に係る業務処理を委託する場合（数次委託を含むものとします。

以下同じ。）には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満た

している委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務及び

個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。 

２．加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務及

び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者で

あり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失と扱われます。 

３．前項の定めは本契約終了後も有効とします。 

 

第１２条 （委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理） 

１．加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、次の各号の

基準に従わなければならないものとします。 

（１）委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うこと

ができる能力を有する者であることを確認すること 

（２）委託先に対して、第１０条第２項及び第３項の義務と同等の義務を負担させ

ること 

（３）委託先が第１０条第４項で定めた具体的方法及び態様によるカードの会員番

号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様につ

いて、第１０条第５項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めること

ができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること 

（４）委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的に又は必

要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対

する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。 

（５）委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの

会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること 

（６）委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏えい

等が発生した場合又はそのおそれが生じた場合、第１０条第６項以下に準じ

て、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発

生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定

等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委

託契約中に定めること 

（７）加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し、基本規約第１

６条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること 

（８）委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加

盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中

に定めること 

２．加盟店は、委託先において、カードの会員番号等の漏えい等が発生した場合又は委

託先において漏えい等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した

場合に、速やかに委託先から漏えい等の発生の日時・内容その他詳細事項について

報告を受けた上で、当社に対し、速やかに当社の別途定めるところに従い、漏えい

等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとし

ます。 

３．加盟店は、委託先においてカードの会員番号等の漏えい等が生じた場合又は委託先

において漏えい等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合

には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏えい等の原因を調査の

うえ、加盟店に報告させた上で、二次被害の拡大及び再発防止のための必要な措置

（委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます。）を講じさせるものとし、

その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。 

４．当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番

号等の漏えい等が発生した場合において類似の漏えい事故の発生を防止する必要が

ある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第１０条第７項と

同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるもの

とし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、当社による指導要請は、

加盟店又は委託先を免責するものではないものとします。 

５．加盟店及び委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生した場合であっ

て、加盟店及び委託先が遅滞なく第３項の措置をとらない場合には、当社は、事前

に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等が生じたカー

ドの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。 

６．加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務

を委託先との契約において定めるものとします。 

 

第１３条 （EC加盟店の不正利用防止対策等） 

１．EC加盟店（インターネットを利用して、クレジットカードにより対象取引を行う加

盟店をいいます。以下同じ。）はセキュリティガイドラインに掲げられた次の各号に

掲げる不正利用防止対策及びカード情報保護対策を講じるものとします。 

（１）クレジットカード決済を行うウェブサイトにおいてEMV3-Dセキュアを導入す

ること（ただし、EMV3-Dセキュア未導入が認められている取引のみを取り扱う

EC加盟店を除きます。） 

（２）合理的な加盟店及び会員のログイン画面に対するセキュリティ対策又はそれ

に準ずる代替策を導入すること 

（３）加盟店のシステム及び取扱ウェブサイトに対する脆弱性対策（コンピュータ

ウイルス、コンピュータ不正アクセス等の攻撃によりその機能や性能を損な

う原因となり得る安全上の問題箇所への対策をいいます。）をセキュリティガ

イドラインのEC加盟店に課される脆弱性対策として掲げられている全てのも

のを導入すること 

２．EC加盟店は、対象取引について不正利用等がなされた場合には、遅滞なくその是正

及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得た上で、

実施するものとします。 

３．EC加盟店は、第１項の措置又は前項の計画に変更が生じた場合は、直ちに所定の方

法により当社へ報告を行うものとします。 

４．当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様によ

る措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当

しないおそれがあるとき、その他不正利用防止のために必要があるときには、その

必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、EC加盟店はこれに応ず

るものとします。 

 

 
< 加盟店情報の取扱いに関する同意条項 > 

 

この加盟店情報の取扱いに関する同意条項（以下「本同意条項」といいます。）は、アナ

ザーレーン加盟店規約に係る加盟店情報の取扱いに関して定める同規約の付随規約です。

この同意条項に定めがない用語は、アナザーレーン加盟店規約に定めるとおりとします。 

 

第１条 （加盟店情報の取得・保有・利用） 

加盟店及びその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体及びその代表者(以

下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、アナザーレーン株式会社（以

下「当社」といいます。）が、加盟店に係る次に掲げる情報（以下、これらの情報

を総称して「加盟店情報」といいます。）を当社が適当と認める保護措置を講じた

上で取得・保有し、次に掲げる利用目的のために利用することに同意します。 

 

【取得する加盟店情報】 

（１）加盟店の商号（名称）、所在地、郵便番号、電話（FAX）番号、代表者の氏名、

性別、住所、生年月日、自宅電話番号、その他加盟店が加盟申込時、変更届出

時等に当社に届け出た情報 

（２）加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日、その他加盟店と当社との取引

に関する情報 

（３）加盟店のカードの取扱状況（他社カードを含みます。）に関する情報 

（４）当社が取得した加盟店による決済の利用状況（漏えい・不正利用に係る状況

を含みます。）、支払状況、支払履歴等に関する情報 

（５）信用情報機関、金融機関、提携会社等から提供される加盟店の信用情報 

（６）加盟店の営業許可証、代表者の身分証等の確認書類の記載事項に関する情報  

（７）当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄

本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 

（８）官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 

（９）公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報（法人番号

を含みます。）及び当該内容について当社が調査して得た情報 

（10）破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立

てその他の加盟店に関する信用情報 

 

【利用目的】 

加盟店との取引に関する審査（以下「加盟審査」といいます。）、加盟後の加盟店管

理及び取引継続に係る審査、当社商品等の開発・勧誘、市場調査、法令等遵守の確

保等の当社の業務のため 

 

第２条 （加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意） 

１．加盟店は、本契約（申込を含みます。）に基づき生じた加盟店に関する客観的事実に

関する情報を、当社又は提携会社が、その加盟する加盟店情報交換センター（以下

「JDMセンター」といいます。）にJDMセンター所定の基準に従って登録すること、並

びにJDMセンターに登録された情報（既に登録されている情報を含みます。）が、加

盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため、当該

JDMセンターの加盟店情報交換制度加盟会員会社（以下「JDM会員」といいます。）に

よって利用されることに同意するものとします。 

２．加盟店は、当社又は提携会社の加盟するJDMセンターに登録されている加盟店に関す

る情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため

に利用することについて同意するものとします。 

３．加盟店は、JDMセンターに登録された情報が、JDMセンターを通じて、JDM会員に提供

され、第１項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 

４．加盟店は、客観的事実に関する情報が、第３条で定める共同利用の目的、登録され

る情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するJDMセンターのJDM会員によって共同利

用されることに同意するものとします。 

 

第３条 （加盟店情報交換制度に係る共同利用の範囲及び目的等について） 

１． 加盟店情報交換制度について 

一般社団法人日本クレジット協会（以下「協会」といいます。）は、割賦販売法第３

５条の１８の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、

認定業務のひとつである利用者（クレジットの利用者）等の利益を保護するために

必要な情報の収集、整理及び提供を、JDMセンターにおいて行っております。 

２．加盟店等から収集した情報の登録及び利用について 

JDM会員は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加

盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、３.（２）に定める各号の情報を

収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDM会員によって共同利用します。 

３．加盟店情報の共同利用 

（１）共同利用の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情

報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為（その疑

いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みま

す。）に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報

並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の

不正な利用の防止（以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいま

す。）に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等

の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告す

ること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契

約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにク

レジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発

展と消費者保護に資することを目的としています。 

（２）共同利用する情報の内容 

①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のため

に必要な調査の事実及び事由 

②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をし

たことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び

事由 

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジッ

トカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジッ

トカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準

に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行

った措置（クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。）の事実

及び事由 

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは

該当するかどうか判断できないものに係る、当社・利用者等に不当な損害

を与える行為に関する客観的事実である情報 

⑥利用者等（契約済みのものに限りません。）から当社及びJDM会員に申出の

あった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判

断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどう

か判断することが困難な情報 

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関

する情報 

⑧行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等について

違反し、公表された情報等）について、JDMセンターが収集した情報 

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 

⑩前記①から⑨に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日（法

人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日）。

ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断すること

が困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日（法人の場

合は、代表者の氏名及び生年月日）を除きます。 

（３）登録される期間 

上記（２）の情報は、登録日（③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の

措置の完了又は契約解除の登録日）から５年を超えない期間登録されます。 

４．加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 

協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入

あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター 

※協会会員は、協会のウェブサイト（http://www.j-credit.or.jp/）に掲載してい

ます。 

５．制度に関するお問合せ先及び開示の手続き 

加盟店情報交換制度に関するお問合せ及び開示の手続きについては、下記６．記載

の加盟店情報交換センターまでお申出ください。  

６．運用責任者 

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター（JDMセンター） 

東京都中央区日本橋小網町１４－１ 住生日本橋小網町ビル 

代表理事 松井 哲夫 

電話番号：03-5643-0011（代表） 

 

第４条 （当社グループ会社との共同利用） 

加盟店は、当社が、下記の条件に従って、当社の関係会社と、加盟店情報を共同利

用することに同意します。 

（１）共同利用の範囲 当社の関係会社（当社ウェブサイトに公開したもの） 

（２）共同利用の目的 加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、

当社又は当社の関係会社の商品等の開発・勧誘、市場調査、法令等遵守の確

保等の当社又は当社関係会社の業務のため 

（３）共同利用する情報の内容 加盟店情報のうち、加盟店の属性情報及び連絡先

（氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、電話番号、電子メールアドレス）、

並びに、対象取引の内容及び状況など 

（４）運用責任者 



東京都新宿区西新宿６－８－１ 住友不動産新宿オークタワー１２階 

アルファノート株式会社 

代表取締役 川端 一行 

電話番号：03-5909-1552 

 

第５条 （第三者提供） 

１． 加盟店は、当社が、提携会社に、加盟店情報を提供し、提携会社が、第１条第１項

に定める利用目的のために利用することに同意するものとします。 

２． 加盟店は、当社が公的機関又は当社が加盟する自主規制機関より要請を受けた場合、

加盟店に関連する客観的事実に基づく情報を、当該公的機関に開示することに、あ

らかじめ同意するものとします。 

 

第６条 （個人情報の開示・訂正・削除） 

１． 加盟店の代表者は、当社、提携会社及びJDMセンターに対して、個人情報の保護に関

する法律に定めるところに従い、当社及びJDMセンター所定の方法により、代表者の

自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 

なお、当社開示請求の窓口は次のとおりとします。 

【窓口】 

〒163-6012 東京都新宿区西新宿６－８－１ 住友不動産新宿オークタワー１２階 

アナザーレーン株式会社 個人情報相談窓口 

電話番号：03-5909-0957（10:00～16:00 土・日・祝日・年末年始を除きます。） 

２．万一、当社が保有する加盟店情報、当社が提携会社に対して提供した加盟店情報、

又は当社がJDMセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明し

た場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。 

 

第７条 （本同意条項に不同意等の場合） 

加盟店は、加盟店が本契約に必要な書類の記載事項（契約書面に契約者が記載すべ

き事項）の記載を希望しない場合、必要な届出をしない場合及び本同意条項の内容

の全部又は一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約

を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契

約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。 

 

第８条 （契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用） 

１．加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、

加盟申込をした事実、内容について当社が利用すること及びJDMセンターに一定期間

登録され、JDM会員が利用することに同意するものとします。 

２． 加盟店は当社並びにJDMセンター及びJDM会員が、本契約終了後も業務上必要な範囲

で、法令等に基づき、又は当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用し

続けることに同意するものとします。 

 

 

＜ 支払先指定オプションに係る特約 ＞ 

 

この支払先指定オプション特約（以下「本特約」といいます。）は、当社との間で、当社

が定める加盟店規約に基づく加盟店契約（以下「加盟店契約」といいます。）を締結して

いる加盟店が、自社以外の者の預金口座を支払先として指定する場合に適用される特約

です。 

 

第１条 （定義） 

「本サービス」とは、加盟店が、加盟店契約に基づき当社から支払いを受ける金額

について自社の預金口座への支払いを求める代わりに、加盟店が指定する第三者へ

の支払いを指定し、当社が、当該指定先に支払いを行うことにより、当社が、加盟

店への支払いを行ったとみなされるオプションサービスのことを意味します。 

 

第２条 （支払先指定オプションの選択） 

１．加盟店は、当社が開設するウェブサイトの加盟店向けの管理画面（以下「管理画面」

といいます。）から支払先指定オプションを選択することにより、本サービスの利用

を申し込むことができます。また、当社が別途認める場合には、電子メールその他

当社が適切と認める方法により支払先指定オプションを選択することができます。 

２．加盟店が前項に基づき、支払先指定オプションを選択し、当社が管理画面において

支払先オプションを有効と表示した場合に、本特約に基づく契約（以下「本契約」

といいます。）が成立します。 

 

第３条 （支払方法の指定） 

１．加盟店は、本サービスを利用して振込先を指定する場合、当社の管理画面で当社指

定の事項を入力する方法、又は、その他当社が指定する方法により、加盟店契約に

基づき支払いを受ける支払先口座、決済額、その他当社所定のデータ（以下「振込

データ」といいます。）を当社に提供するものとします。 

２．加盟店は、前項に基づき当社に対して通知する事項の内容に誤りがないかについて

確認するものとします。 

 

第４条 （振込先指定の制限） 

１．当社は、当社の事務負担の軽減その他の目的のため、加盟店に通知することにより、

支払先として指定できる預金口座の数を、一定数以下に制限できるものとします。 

２．当社は、与信リスクのコントロールその他の目的のため、加盟店に通知することに

より、本サービスに基づく支払額の上限額を設定することができるものとします。 

 

第５条 （振込データの仕様不備等の場合の振込データの差替等） 

１．(i)加盟店が当社に送信した振込データの仕様が当社所定の仕様でないこと、(ii)加

盟店が振込依頼をした合計額が当社から加盟店に対する支払予定額を超過している

こと、その他振込データに問題があることを当社が発見した場合、当社は、加盟店

に対してその事実を通知（以下「仕様不備等の通知」といいます。）するものとし、

加盟店は、遅滞なく、問題のない振込データを当社に提供し、又は、その他当社が

認める方法により、仕様不備等を解消するものとします。 

２．当社が前項に基づき仕様不備等の通知を行ったにもかかわらず、加盟店が振込デー

タを訂正しない場合（振込希望日の所定の時間までに当社に対して訂正後の振込デ

ータを提供しない場合を含みます。）、当社は当該振込データによる振込先指定を全

体として無効と扱うか、次条に基づき、訂正することができます。 

３．前項に基づき振込データが無効と扱われた場合、当社は、遅滞なく、所定の加盟店

の預金口座に対して振り込むものとします。ただし、両当事者間で別段の合意がな

された場合は、当該合意に従うものとします。 

 

第６条 （振込データの仕様不備等の場合の例外的な対応） 

前条の規定にかかわらず、介在する金融機関から組戻の問合せがあった場合等、当

社が必要やむを得ないと判断した場合には、当社は、加盟店による書面又は口頭の

指示又は承諾を得て、振込データに含まれる仕様不備等の問題を自ら修正して当該

問題を解消できるものとし、加盟店は当該修正に異議を述べないものとします。 

 

第７条 （振込先指定の撤回） 

１．加盟店は、振込データの当社に対する提供後は、当社の承諾なく、振込データの差

し替え若しくは撤回、又は振込先指定の解除若しくは撤回をできないものとします。 

２．前項の規定にかかわらず、加盟店は、振込完了後に、振込先指定の変更、解除又は

撤回をできません。 

 

第８条 （支払いの留保等に基づく指定先口座への振込の拒絶） 

当社は、(i)加盟店契約に基づく支払いの留保が認められている場合、(ii)支払先と

して指定された者が反社会的勢力の疑いがあると判断した場合、(iii)マネーロンダ

リングのおそれがあると判断した場合、(iv)振込データの仕様が当社指定のもので

ないなどの問題がある場合、(ⅴ)その他、法令等遵守の観点から必要と認める場合

には、第３条第１項の振込データに基づく振込の全部又は一部を拒絶することがで

きるものとします。 

 

第９条 （指定先への支払処理の失敗） 

１．当社が、振込データに基づく振込先への振込に失敗した場合、又は前条に基づき指

定先に振り込むことを拒絶したことにより当該指定先への振込が行われなかった場

合、当社は、当該事実を、加盟店に通知するものとします。 

２．当社による支払留保の対象とならず、加盟店に対して支払われるべきであったにも

かかわらず、振込データの誤りその他の事由により当社が振込に失敗した部分の額

について、当社は、加盟店の所定の口座に遅滞なく振り込むものとします。 

 

第１０条 （費用負担） 

１．加盟店は、本サービスを利用する場合には、本サービスに係る以下の費用を負担す

るものとします。詳細については、別途当社が定める料金表のとおりとします。 

 指定支払先への振込が成功した場合 成功した1件毎に当社所定の額 

 指定支払先への振込が失敗した場合 失敗した1件毎に当社所定の額 

 上記の他の費用 料金表に定めるとおりの額 

 

第１１条 （禁止事項） 

加盟店は、本サービスの利用に際し、以下の行為を行ってはなりません。 

(１) 反社会的勢力に属する方を支払先として指定すること 

(２) 違法行為のための支払い又は違法行為に関連する支払のために本サービス

を利用すること 

(３) 前項の他、当社が禁止事項として管理画面等を通じて通知した行為 

 

第１２条 （表明・保証の否定） 

本サービスは、加盟店へのサービスとして当社が任意に行っているものにすぎず、

当社は、支払先に対する支払が、支払予定日に確実になされることを保証している

ものではありません。第８条に記載のとおり、チャージバック等に備えた支払留保

等の可能性もあります。支払予定日に支払予定額の支払が確実になされないと大き

な損害が生じてしまうようなケースには、本サービスは、適しません。 

 

第１３条 （責任の制限） 

１．加盟店による振込データへの記載不備、書式不備、記入の誤り、資金不足による振

込不能、又は、振込の誤りについては、加盟店が責任を負うものとし、当社は、振

込データに問題がないことの確認の責任を負いません。 

２．当社は、本サービスに関し、次の損害について責任を負いません。 

(１) 第１５条に基づくメンテナンス等のための管理画面へのアクセスの一時停

止により生じた損害 

(２) 戦争、テロ、暴動、地震・雷・津波その他の天災、通信業者の通信インフラ

の障害、その他当社の重大な過失によらずして生じた損害 

(３) 逸失利益 

 

第１４条 （管理画面による加盟店に対する通知） 

当社が、本サービスとの関係で、加盟店に対する通知を行う必要が生じた場合、当

社は、加盟店に対する通知を、管理画面にて加盟店が閲覧できる状態とする方法に

より行うことができるものとします。加盟店は、適宜、IDとパスワードを用いて、

管理画面にログインして通知の有無の確認をする必要があり、当社は、当該方法以

外の方法で個別に加盟店に通知を行う義務を負わないものとします。 

 

第１５条 （本サービスの一時停止） 

当社による定期メンテナンス・緊急メンテナンス等のため、管理画面へのアクセス

ができない時間が生じることを加盟店は了承するものとします。 

 

第１６条 （解約） 

１．加盟店は、管理画面から支払先指定オプションの不適用を選択すること、その他当

社所定の方法により当社に通知することにより、いつでも本契約を解除し、本サー

ビスの利用を停止することができます。 

２．当社は、加盟店に対して通知することにより、いつでも本契約を解除し、本サービ

スの加盟店に対する提供を停止することができます。 

３．前項のほか、当社と加盟店との間の加盟店契約が終了した場合には、本契約は、当

然に終了するものとします。 

 

第１７条 （規約間の優先劣後関係） 

本特約と加盟店規約とが矛盾又は実質的に抵触する場合は、本特約が優先するもの

とします。また、本特約に定めのない事項については、加盟店規約が適用されるも

のとします。 

 

第１８条 （残存条項） 

１．本契約が解除された場合においても、当社のシステムにおける本サービスの利用停

止の措置が完了するまで時間的なずれが生じる場合があり、事前に加盟店が指定し

た所に従い、振込が行われてしまうことがあります。この場合、その処理に必要な

範囲で、本特約が適用されるものとします。 

２．前項のほか、本契約の終了時に、未履行の金銭債務がある場合には、当該債務の履

行に必要な範囲で、本契約は適用され続けるものとします。 

３．前各項のほか、第１２条の規定は、本契約終了後も適用されるものとします。 

 

 

＜ AL後払いサービス加盟店特約 ＞ 
 

このAL後払いサービス加盟店特約（以下「本特約」といいます。）は、アナザーレーン

加盟店規約（以下「基本規約」といいます。）の適用のある加盟店が、自ら販売する商

品等の決済に、アナザーレーン株式会社（以下「当社」といいます。）の「AL後払い決

済」の導入を希望する場合に適用される条件について定める特約であり、基本規約の

特約と位置づけられます。本特約に定めのない事項については、基本規約の規定の適

用があります。また、本特約と基本規約とで矛盾・抵触がある場合は、本特約の規定

が優先するものとします。 

 

第１条   （AL後払い決済） 

１．「AL後払い決済」は、当社が提供する後払いの決済サービスであり、当社が、加盟店

が販売する商品等の代金及び送料等に係る売上債権を決済時に加盟店から買い取っ

て後から利用者に請求するサービスです。利用者によるクレジットカード番号の入

力は不要であり、クレジットカード番号を有していない方も、加盟店の商品等の購

入が可能となります。 

２．「AL後払い決済」において、利用者は、１か月以内の支払条件で決済を行うため、割

賦販売法における個別信用購入あっせんには該当せず、割賦販売法の規定は適用さ

れません。 

 

第２条   （定義） 

本特約において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ各号に定めるとおりとしま

す。 

（１）AL後払い対象取引 

加盟店と利用者との間における、AL後払い決済により利用者による支払いが

なされる商品等の販売等の取引をいいます。  

（２）商品等 

加盟店が販売する商品（チケットその他の権利を含みます。以下同じ。）や、

加盟店が有償で提供する役務（サービス）をいいます。 

（３）商品等の販売等 

加盟店による商品の販売又は、加盟店による有償での役務の提供をいいます。 

（４）利用者 

加盟店から、AL後払い対象取引により、商品を購入し、又は有償で役務を受領

する者をいいます。 

（５）売上債権 

AL後払い対象取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権をいいます。 

（６）予約商品等 

予約商品等とは、AL後払い対象取引に係る契約の成立後、速やかな商品の引き

渡し、役務の提供、権利の移転が困難な場合の当該商品等をいいます。 

（７）加盟店 

当社との間で本契約を締結した販売業者又は役務提供事業者をいいます。 

（８）本契約 

本特約に基づき、加盟店と当社との間で成立するAL後払い決済に係る契約（変

更があった場合は変更後のものをいい、個別契約等による特約がある場合は

当該特約を含みます。）をいいます。 

（９）書面による承諾、書面により承諾 

書面又は電磁的方法（電子メールを含みます。）による承諾をいいます。 

（10）秘密情報 

秘密情報とは、いずれかの当事者の営業上の秘密、技術上の秘密、その他の情

報をいいます。但し、(i)公知の情報、(ii)開示の時点で開示を受けた当事者

が既に有していた情報、(iii)開示後に開示を受けた当事者の責によらずして

公知となった情報、(iv)開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を課

されずに適法に取得した情報、又は(v)開示を受けた当事者が開示を受けた後

に独立に開発した情報を含みません。 

（11）各種プログラム 

AL後払い決済の一部のサービスを利用する場合に必要となる当社所定の各種

プログラムをいいます。 

（12）当社API 

当社APIとは、当社がAL後払い決済のサービスの加盟店に対する提供のために

用意するアプリケーション・プログラミング・インターフェースをいいます。 

（13）システム 

システムとは、コンピューター・システムをいいます。 

 

第３条   （AL後払い決済の申込） 

１． 加盟店は、AL後払い決済の取扱いを申し込む場合には、当社所定の事項を記載した

申込書を提出するものとします。 

２． 加盟店は、前項に基づく申込に際しては、AL後払い対象取引において取扱う商品等

の種類、取扱期間、その他当社所定の取引上の重要事項につき、当社に申告して承

認を得るものとします。 

３． 当社が、加盟店に対し、第１項の申込みを書面により承諾した場合には、その時点

で、本特約に基づき、契約が成立するものとします。但し、承諾に先だって、当社

が加盟店に対し加盟店管理画面使用のためのID・パスワードを付与した場合、又は

ＡＰＩ接続に必要なID・パスワードを付与した場合には、そのいずれか早い方の時

点で、本特約に基づく契約が成立するものとします。 

 

第４条   （AL後払い決済の適用条件） 

１．加盟店は、本契約期間中、AL後払い決済のサービスの提供を受けるため、自己の責

任と費用で、次の要件を満たす必要があります。 

（１）AL後払い決済の技術仕様に対応したシステム・通信環境を遅滞なく用意し、

仕様の変更があった場合は仕様変更後の仕様に速やかに対応し、かつ、利用

者の個人情報等を安全に処理・保管等するための適切なセキュリティ措置を

維持すること。 

（２）自己が利用するAL後払い決済のサービスの範囲に応じて必要となる各種プロ

グラムを自己の利用するシステムに遅滞なくインストールし、かつ、バージ

ョンのアップデートがあった場合は速やかに更新すること。 

（３）当社APIを利用して当社のシステムにアクセスを行う場合には、当社APIの最

新の仕様に従ってアクセスを行うこと。 

（４）禁止対象商品等についてAL後払い決済の表示をしないこと。 

２．加盟店は、利用者に対してAL後払い決済について告知するものとし、利用者から利

用の承諾を得た場合のみ、AL後払い決済を利用することができるものとします。加

盟店が利用者の承諾を得ずにAL後払い決済を利用して生じた紛争の処理については、

加盟店が責任を負うものとします。 

３．当社は、利用者がAL後払い決済を利用することについて審査結果の通知を加盟店に

対して行うものとします。加盟店は、当社から申込の審査結果の通知があった場合、

遅滞なく電子メールその他の方法により利用者にAL後払い決済に係る契約の成立を

通知するものとします。 

４．当社は、利用者による代金支払の延滞、商品等に関するクレーム、抗弁の主張又は

これに準ずる利用者との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、

加盟店に対し事前に通知した上で、該当する加盟店のAL後払い決済の利用を相当期

間停止し、又は当該利用を中止することができるものとします。 

５．加盟店は、AL後払い対象取引に係るウェブサイト、カタログ等において、当社所定

の文言、ロゴ等を表示するものとします。 

６．当社は、AL後払い決済の利用者毎又は加盟店毎の利用限度額を設けることができ、

加盟店は、これに異議を述べないものとします。 

７．加盟店は、承諾した場所以外で、AL後払い決済の利用を希望する場合は、別途、当

社に申請して承諾を得る必要があります。 

８．当社は、上記の他、「加盟店情報の取扱いに関する同意条項」その他の付随規約、ガ

イドライン等により、AL後払い決済の利用の条件を設定することができるものとし、

加盟店は当該付随規約、ガイドライン等の条件に従うものとします。 

 

第５条   （AL後払い決済の手続き） 

１． 加盟店は、利用者が、AL後払い決済を申し込んだ場合には、加盟店管理画面その他

当社所定の方法により申込に係るデータ（以下「申込データ」といいます。）を送信

し、当社所定の方法によりAL後払い決済の審査を当社に依頼するものとします。 

２． 当社は、AL後払い決済の審査の結果（取引承認（オーソリゼーション）/拒否等）を、

当社所定の方法により通知するものとします。当社が拒否の結果を通知した場合に

は、AL後払い決済を実施することはできません。 

３． 当社が前項に基づき、AL後払い決済の承認を行った場合においても、AL後払い対象

取引が適法であることやAL後払い対象取引の要件を充足することを当社が保証する

ものではなく、加盟店は、当該事項について、引き続き責任を負うものとします。 

４． 当社は、加盟店が、当社に提供する申込データに誤りが含まれていたことにより、

何らかの損害が加盟店に生じたとしても、当該損害について責任を負わないものと

します。 

５． 加盟店は、やむを得ない事由がない限り、第２項に基づく取引承認から１週間以内

に、商品の発送又は役務の提供を行うものとします。 

 

第６条   （売上確定） 

１． 加盟店は、加盟店が利用者に販売した商品の発送及び着荷の完了、若しくは役務（サ

ービス）の提供の完了、又は販売した権利の利用者への移転の完了（以下「売上確

定」といいます。）後、５営業日以内に、加盟店管理画面その他当社所定の方法によ

り売上確定に係るデータ（以下「売上確定データ」といいます。）を当社と共有する

ものとします。 

２． 加盟店は、前項の売上確定の処理後に利用者の住所その他当社が指定する事項の変

更が生じた場合には加盟店管理画面その他当社所定の方法により当社に対して通知

を行うものとします。 

３． 第１項並びに次条第１項及び第３項の規定にかかわらず、売上確定後、利用者が商

品の受取・移転又は役務の提供の受領を否定しているときは、加盟店は、運送会社

と協力する等して事実を確認して適切な処理を行うものとします。この場合、当社

は、売上確定が証明されるまで、売上確定がないものと扱うことができるものとし

ます。 

４． 当社は、加盟店の同意なく、集荷・配送の状況等に関して直接運送会社から情報を

得ることができるものとします。 

 

第７条   （売上確定の特則） 

１． 前条第１項の規定にかかわらず、加盟店が商品の配送着荷の確認・報告を行うこと

が困難な場合には、あらかじめ当社に通知をした上で、売上確定データの送信の代

わりに、当社所定の方法により、配送伝票番号その他の当社所定の事項を含めた、

出荷報告データの送信を行えば足りるものとします。なお、出荷報告データの送信

に際しては、出荷の発送から２営業日以内に、出荷報告の登録を、加盟店管理画面

その他当社所定の方法により行い、当該情報を当社と共有するものとします。 

２． 前項の場合には、当社が認める運送会社を利用するものとします。また、当社が着

荷確認ができる運送方法を利用するものとします。 

３． 第１項の場合には、配送伝票番号等により、当社が着荷の確認ができた段階で、売

上確定がされたものとみなします。 

 

第８条   （不審な取引の通報） 

 加盟店は、AL後払い決済の利用方法に著しく不審な点があると認めた場合、その旨

を当社に報告し、AL後払い決済を行うかについて当社と協議し、当社の指示に従う

ものとします。 

 

第９条   （差別的扱いの禁止等） 

 加盟店は、利用者がAL後払い決済による商品等の販売等を求めた場合は、本契約に

従い、現金で取引を行う利用者と同様に、AL後払い対象取引を行うものとし、現金

決済に比して差別的な取扱いをしてはならないものとします。 

 

第１０条   （加盟店手数料） 

１． 売上債権譲渡の対価の額は、売上債権の額から割引額を控除した残額とします。割

引額は、次の第１号から第７号の合計額とし、それぞれの具体的な額について申込

書で両当事者間で合意された算定方法により算定されるものとします。 

（１）AL後払い決済毎の利用料相当額 

（２）月額固定費相当額（発生する場合、当月分を翌月最初の支払日に支払。なお、

月途中の解約がなされた場合等にも、日割計算とはなりません。） 

（３）請求書発行に伴う費用相当額（利用者に対する紙での請求書別送取引の場合

の請求書準備等のための費用に相当する額です。） 

（４）同梱請求書に伴う費用相当額（利用者に対する紙での請求書同梱取引の場合

の請求書準備等のための費用です。） 

（５）SMS送信に伴う費用相当額（第３号、第４号と異なり、SMSで請求を行う場合

のSMSの認証等のための費用です。） 

（６）印紙代相当の実費相当額（コンビニエンスストアで50,000円（税抜）以上の

収納がされた場合又は、ゆうちょ銀行及び郵便局で50,000円以上の収納がさ

れた場合に適用されます。） 

（７）その他、当社が別途事前に指定する費用の相当額（当社ウェブサイト等にも

掲載します。） 

２． 商品の発送がある場合の前項第１号、第３号、第４号から第６号の割引額は、売上

確定の情報が当社に伝達された時点（又は第７条第３項に基づき売上確定があった

ものとみなされた時点）で発生するものとし、その取扱いは、次の各号に定めると

おりとします。また、前項第２号の費用は月初に発生し、第７号の割引額は、別途

定める時期に発生するものとします。 

（１）加盟店のキャンセル処理が当社に伝達され、当社が加盟店に対する精算金支

払前の場合、前項第１号の割引額が生じます。また、前項第３号、第４号、

第７号の割引額については、別途定める所によります。 

（２）加盟店のキャンセル処理が当社に伝達された時点において、当社が既に精算

金支払後の場合、前項第１号及び第３号から第７号の費用に相当する損害賠

償請求権が生じます。 

（３）加盟店のキャンセル処理が当社に伝達される時点において、当社が精算金支

払前であるか後であるかを問わず、前項第２号の割引額は発生します。 

３． 商品の発送がない場合の割引額は、別途当社が定める条件を満たした時に発生する

ものとし、その取扱いは、上記に準じて当社が定める所によるものとします。 

４． 当社は、事前に合理的な予告期間をもって、周知又は通知した上で、割引額の発生

時期及び算定方法の変更を行うことができるものとします。 

５． 前各項の規定にかかわらず、当社と加盟店の間でなされる支払いに必要な振込手数

料は、加盟店が負担するものとします。 

 

第１１条   （精算金の支払の方法） 

１． AL後払い決済の締切日・支払日は、利用申込書で両当事者間で合意した内容に従う

ものとします。なお、利用料等の支払の変更手続については、当社所定の方法に従

うものとします。 

２． 当社は、締切日までに売上確定があったものと認められた売上債権につき、締切日

までの未精算の売上債権の額（以下「債権額」といいます。）から(i)前条に定める

割引額、(ii)支払留保・拒絶額、(iii)キャンセル処理による返金等の相殺額を差し

引いた残りの金額（以下「精算金」といいます。）を前項に定める支払日に加盟店に

支払うものとします。また、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、翌営業

日までに支払うものとします。 

３． 精算金の支払先の口座は、加盟店名義の口座とし、他の口座とする場合は、両当事

者で協議し、両当事者の書面による合意によるものとします。 

４． 当社は、当社の故意又は過失によらずに精算金の支払いが遅滞した場合において、

遅延損害金等の賠償の責任を負わないものとします。 

５． 債権譲渡が無効となり、又はキャンセルされた場合においても、前条第２項に従っ

た割引額（に相当する損害賠償請求権）は発生する場合があります。本契約期間中

の特定の月の割引額の合計額を、当該月の債権額の合計額から支払留保・支払拒絶

額を差し引いた残額から控除しきれない場合、当社は、控除しきれなかった額を、

翌月以降の精算金から控除し、又は、加盟店に請求できるものとします。当社は、

加盟店が当社に支払った割引額について、当社の責による債務不履行があった場合

を除き、返金義務を負わないものとします。 

６． 当社は、本条に基づく支払を第三者に委託できるものとします。 

７． 第２項の規定にかかわらず、加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、第２項

に基づく精算金の債権と、当社に対して負担する債権とを相殺することができませ

ん。 

 

第１２条   （当社による精算金の支払の拒絶・キャンセル・留保） 

１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該AL後払い対象取引にかかる当社

の取引承認（オーソリゼーション）の有無にかかわらず、加盟店に対する精算金の

支払を拒絶し、又はキャンセル処理できるものとします。 

（１）AL後払い対象取引が無効である場合、又はAL後払い対象取引が解除・取消そ

の他の事由により解消された場合 

（２）加盟店が利用者に対して商品の引渡（若しくは移転）又は役務の提供を行わ

ない場合 

（３）加盟店が利用者に対して引渡／移転した商品・権利又は提供した役務につき

破損、故障、その他重大な瑕疵がある場合 

（４）AL後払い対象取引について加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者

が当社に対する支払いを拒否し、かつ、その拒否の理由が正当であると当社

が判断した場合 

（５）売上確定（又は売上確定に代わる出荷報告を行っている場合はその出荷）の

日から２週間を超えて当社に到着した売上確定データ（又は売上確定に代わ

る出荷報告を行っている場合は出荷報告データ）である場合 

（６）売上確定データ（又はこれに代わる出荷報告データ）が正当なものでない場

合、又は当該データの記載内容に不実不備がある場合 

（７）加盟店から提出された売上確定データ（又はこれに代わる出荷報告データ）、

精算金の支払請求に疑義があることを理由として当社の調査が開始された

場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお疑義が解消されな

い場合 

（８）加盟店が本契約に違反したと当社が判断した場合 

（９）AL後払い対象取引に係る苦情・紛議又は抗弁について当社が利用者又は加盟

店から通知を受けた日から30日を経過しても解決しない場合 

（10）加盟店が調査、報告、届出、資料の提出等、当社に必要な協力をしない場合 

（11）加盟店について倒産手続きが開始した場合、支払不能が生じた場合など、加

盟店の信用に不安があると当社が判断した場合（但し、精算金の支払前に限りま

す。） 

２． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、次の各号に規定する期間、加盟店に

対する精算金の支払を留保することができるものとします。 

（１）前項第１号を除く前項各号のいずれかに該当する場合 当社が当該事由によ

り損害を被ることを避けるために必要と判断する期間 

（２）利用者からの苦情等に基づき当社がAL後払い対象取引が前項各号のいずれか



に該当するかについて調査中である場合 調査が終了するまでの期間 

（３）支払日において加盟店に対して支払うべき精算金の額が振込手数料額に満た

ない場合 次回以降の支払日であって当該支払日に支払うべき精算金の額

（前支払日に支払が留保された精算金を含みます。）が振込手数料額以上と

なる支払日までの期間 

３． 第１項に基づく精算金の支払の拒絶・キャンセル処理、又は第２項に基づく精算金

の支払の留保により加盟店又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、責

任を負わないものとします。 

４．当社は、本条に基づき支払を留保又は拒絶した場合、支払拒絶事由の解消後に生じ

た遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとしま

す。 

 

第１３条   （キャンセル処理） 

１． 加盟店は、売上確定データ（又はこれに代わる出荷報告データ）送信後に該当取引

の撤回、取消、解除、返品（以下「解除等」といいます。）が発生したときは、直ち

に当社に対して当該事由について当社所定の方法により報告するものとします。ま

た、加盟店は、解除等の扱いについて利用者に対して誤解を与えないよう、充分に

説明するものとします。 

２． 加盟店は、解除等があった場合、当社所定のキャンセル基準に従い、当社による精

算金の支払のキャンセル処理を当社に求めることができます。なお、利用者による

売上債権の全部又は一部の当社に対する弁済支払期限日の10営業日前の日より後に

キャンセル処理の申請がなされたとしても、当社はキャンセル処理を拒絶すること

ができます。この場合、直接加盟店と利用者の間で返品、返金を行うものとし、当

社から利用者への返金は行わないものとします。 

３． 前項の規定にかかわらず、売上確定後の該当取引の精算金の支払の一部キャンセル

は受け付けないものとします。加盟店は、AL後払い対象取引の一部の解除等があっ

た場合において、キャンセル処理を希望する場合は、AL後払い対象取引全体に係る

精算金の支払をキャンセルした上で、再度新たにAL後払い決済の申込みを求めるも

のとします。 

４． 前条第１項又は本条第２項の規定に基づき精算金の支払のキャンセル処理がなされ

た場合において、精算金の支払が未了のときは、当社は加盟店に対して精算金の支

払を行わず、支払済みのときは、加盟店は、支払済みの立払金の返金を請求受領後

直ちに行うものとします。但し、本契約期間中にキャンセル処理が発生した場合、

当社は、加盟店に信用不安がある等の特別の事情がない限り、キャンセル処理後最

初に到来する精算金の支払日まで精算金の返金を猶予します。 

５． キャンセル処理後に、利用者から当社に対しAL後払い決済に従った支払いが誤って

なされた場合、当社はその判断により利用者又は加盟店のいずれかに対して当該支

払金相当額を支払うものとし、加盟店は当該支払いを当社から受けたときは、利用

者に対して当該支払金相当額を返金するものとします。 

６． 加盟店は、精算金の支払のキャンセル処理がされた場合、前項に基づき加盟店が利

用者に返金を行うべきとされるのでない限り、当社の事前の承認なく利用者に対し

てAL後払い対象取引代金を返金しないものとします。 

 

第１４条   （AL後払い決済請求書等の同梱） 

 加盟店は、同梱オプションを選択した場合、利用者に対して当社所定の方法でAL後

払い決済の利用代金の請求の案内その他当社の指定する書面を、商品の発送等の際

に同梱するものとします。 

 

第１５条   （遵守事項） 

１． 加盟店は、コンピュータ関連ソフトウェアやデータ（画像ファイル、動画ファイル、

音楽ファイル等を含みます。以下同じ。）のインターネットを通じたダウンロード（ス

トリーミングを含みます。）など、配送を伴わない商品等を取り扱う場合は、あらか

じめ当社の書面による承諾を得るものとします。 

２． 加盟店は、予約商品等をAL後払い決済の対象とすることを希望する場合は、当社の

書面による事前の承諾を得るものとします。 

３． 加盟店は、利用者に対する売上に係る契約の締結日から、１か月以内に売上確定の

処理をするものとし、これを充足できない場合は、AL後払い決済を利用してはなら

ないものとします。但し、当社の書面による承諾がある場合は、その承諾の条件に

従った取扱いとすることができるものとします。 

４． 加盟店は、当社の書面による承諾なく、当社から受領した個人情報（利用者に対す

るAL後払い決済の審査結果を含みますが、これに限られません。）を、AL後払い決済

のサービスの利用以外の目的に利用してはなりません。 

 

第１６条   （禁止商品等） 

１． 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれがある商品等につい

て、当社の書面による承諾なくAL後払い対象取引の取扱を行ってはならないものと

します。 

（１）適用のある条約、又は、銃刀法、麻薬取締法、薬事法、外国為替及び外国貿

易法、その他の法令に違反する商品等 

（２）公序良俗に反する商品等 

（３）第三者の知的財産権その他の権利又は法的に保護される利益を侵害する商品

等 

（４）商品券、ギフトカード、電子マネー、印紙、切手、古銭、乗車券、回数券、

有価証券又は金、地金等（事前に当社に届け出、承認を得た場合を除きます。） 

（５）その他当社が禁止商品等として指定した商品等 

２． 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売又は提供にあたり許認可を得又は行政上

の手続を経るべき商品等のAL後払い対象取引を行おうとする場合、当社に対し、そ

の許認可等を証する書類を提出し、その確認を経てから行うものとします。 

３． 加盟店が前項の許認可を喪失等した場合、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品

等のAL後払い対象取引を中止しなければならないものとします。 

４． 加盟店は、特定商取引法に定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継

続的役務若しくは業務提供誘引販売取引に係るAL後払い決済、又は特定継続的役務

に付随する関連商品の販売に係るAL後払い決済を、当社への申請及び当社の事前の

承認なく行ってはなりません。 

 

第１７条   （禁止行為） 

加盟店は、本契約に基づくAL後払い決済に関し、次の各号に該当する行為を行って

はならないものとします。 

（１）AL後払い対象取引が存在しないにもかかわらず、その成立を仮装してAL後

払い決済を行い、当社より精算金の支払を受けること 

（２）一つのAL後払い対象取引の決済について、本契約に基づく決済と他の決済

手段（電子マネー、クレジットカード、AL後払いを含みます。）とを併用す

ること 

（３）一つの取引において、当社以外の後払い決済事業者の顧客審査結果（但し、

クレジットカードサービスに係るものを除きます。）を確認した後に、AL後

払い決済の申込を行うこと 

（４）第三者利用・名義貸し等の不正利用であること又はその可能性が高いこと

を知りながらAL後払い決済に基づく精算金の支払を申請すること 

（５）AL後払い決済について利用者との間で申込データ・売上確定データ（若し

くはこれに代わる出荷報告データ）に記載の内容と異なる合意をし、又は

申込データ・売上確定データ（若しくはこれに代わる出荷報告データ）に

記載の内容以外の合意をすること 

（６）加盟店の過去の売掛金等の既存債務の決済・回収等のために、AL後払い決

済を利用すること 

（７）利用者からの貸付金の弁済の受領、又は、預金・送金資金の受取のために、

AL後払い決済を利用すること 

（８）当社の承諾なく、AL後払い決済に基づく利用者に対する債権について、第

三者に譲渡、担保提供、その他の処分をし、又は、当社を通じずに金員の

支払を受けること 

（９）取扱商品等、その他のAL後払い決済に関する事項について当社に虚偽の申

告を行うこと 

（10）当社が所有権を留保した商品に対して当社の所有権を侵害する行為をする

こと 

（11）当社が認めた場所以外でのAL後払い対象取引、又は、当社が認めた取扱商

品等の範囲外の商品等のAL後払い対象取引を行うこと 

（12）第三者が有する債権を譲り受けて、又は第三者が販売若しくは提供する商

品等について自社名で、当社に対して精算金の支払を請求すること 

（13）違法なAL後払い対象取引と知りつつ、又は、違法なAL後払い対象取引であ

ると容易に分かるAL後払い対象取引について、AL後払い決済を行うこと 

（14）詐欺的であるAL後払い対象取引（加盟店による商品等の引渡又は提供の見

込みがないAL後払い対象取引を含みますが、これに限られません。）、又は、

AL後払い決済の対象とすることについて利用者の承諾が得られていないAL

後払い対象取引について、AL後払い決済を利用すること 

（15）利用者が未成年者であることを知りながら若しくは反社会的勢力等に該当

する者であることを知りながら又はその可能性が高いことを知りながらAL

後払い決済の対象とすること 

（16）各種プログラム又は当社APIを、当社の書面による事前の承諾なく、AL後払

い決済のサービスの利用以外の目的のために利用すること、その他、当社

が指定した利用方法・利用条件に反する形で利用すること 

（17）各種プログラムをリバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセン

ブル等すること 

（18）当社のシステムに対する不正アクセス、異常に多い回数のアクセス、その

他当社のシステムの運用に支障を来す行為をすること 

（19）当社が当社APIの利用その他の目的で付与したID、パスワード等を故意又は

不注意により漏えいすること 

（20）その他当社が禁止行為として指定する行為を行うこと 

 

第１８条   （利用者の苦情、紛議発生時の措置） 

 加盟店は、加盟店と利用者との間でAL後払い対象取引に関して苦情・紛議が生じた

場合、加盟店の費用と責任において対処し解決するものとします。当社が利用者か

ら加盟店に関する苦情を受け付け、加盟店に対して事実確認を行った場合も同様と

します。 

 

第１９条   （調査協力・報告） 

１． 当社は、(i)加盟店によるAL後払い対象取引、(ii)加盟店の財務状態、(iii)その他

AL後払い決済の適正なサービス提供のために当社が調査等が必要と認める事項に関

して、加盟店に対して、調査への協力、報告、届出、関連資料の提出等を求めるこ

とができるものとします。この場合、加盟店は、当該求めに遅滞なく応じるものと

します。 

２． 加盟店は、AL後払い対象取引について利用者との間で軽微でない苦情・紛議が生じ

た場合、当社に対して当該苦情・紛議の内容等を直ちに書面により通知するととも

に、その交渉経過及び処理内容等を遅滞なく報告するものとします。 

３． 加盟店は、利用者との苦情・紛議を原因として、監督官庁より改善・是正・業務停

止等の命令、指導、勧告、その他の行政処分を受けた場合には、直ちに書面により

当社に通知するものとします。 

４． 加盟店は、個人情報の漏えい、その他AL後払い対象取引に係る業務との関係で、自

社に軽微でない法令違反があったことを知った場合には、速やかに当社に報告を行

い、遅滞なく適切と考える是正措置を講じる。 

５． 当社は、前各項の調査又は報告の結果、必要と認める場合は、加盟店に対して改善

要請等の措置を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 

 

第２０条   （プログラム等） 

１． 当社は、加盟店がAL後払い決済のサービスを利用するために必要な各種のコンピュ

ーター・プログラム（以下「各種プログラム」といいます。）を、加盟店に対し、本

契約期間中、AL後払い決済のサービスを利用する目的のために必要な範囲で利用す

ることを許諾します。 

２． 加盟店は、各種プログラムのインストールのために当社が提供した記録媒体を、善

良な管理者の注意をもって保管するものとします。 

３． 加盟店は、各種プログラムを、当社の事前の書面による承諾なく、改変し、又は、

譲渡・担保設定・再許諾その他の処分行為をしてはならず、かつ、当社が本契約に

定める以外の利用の条件を明示した場合には、当該条件をも遵守して、各種プログ

ラムを利用するものとします。 

４． 本契約が終了した場合、又は各種プログラムの利用が不要となった場合、加盟店は、

当社の選択に従い、前項の記録媒体を当社に返還するか、第三者漏えいの危険のな

い方法で当該記録媒体を確実に破棄すると共に、自社の利用するシステムにインス

トールした各種プログラムを復元できない形で直ちに削除するものとします。 

 

第２１条   （免責） 

１． 当社は、次の各号のいずれかから生じた損害について、責任を負いません。 

（１）戦争、地震、火災、通信障害、その他、当社の責によらない事由により加盟店 

    に対し生じた損害 

（２）加盟店の債務不履行又はシステムの瑕疵等により生じた損害 

（３）当社の故意又は重過失によらずして生じた損害 

（４）本特約又はその付随規約、技術仕様等の変更 

（５）当社のAL後払い決済が利用できなかったことによる逸失利益 

２． 当社が、加盟店に対して、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償義務を負う場

合において、その上限額は、当社が、当該債務不履行又は不法行為が生じた時点か

ら遡って過去１年間に当社が実際に加盟店から受領した加盟店手数料の額を上限と

します。 

３． 当社は、AL後払い決済の提供のために当社が提供する各種プログラム及び当社APIに

ついて、エラーがないこと、瑕疵がないこと、その他の保証を行うものではありま

せん。各種プログラム及び当社APIの利用に起因して生じた不具合、機能不全等が生

じても、当社は、損害賠償の責任を負いません。 

 

第２２条   （商品の所有権の移転） 

１． 加盟店がAL後払い決済を利用して利用者に販売する商品の所有権は、当社が加盟店

に対し、当該商品に係る精算金を支払ったときに加盟店より当社に移転するものと

します。 

２． 前項の所有権は当該商品が登記、登録を得喪の条件とする場合であってもその名義

人の如何に関わらず法の許容する範囲で当然に当社に移転するものとします。なお、

登記、登録する場合の所有者若しくは使用者は、利用者又は当社の指定した者とし

ます。加盟店は、当社の許可なく当社以外の者をして所有者若しくは使用者とさせ

ないものとします。 

３． 当社に移転した所有権は利用者の当社に対する債務履行が終了するまで当社に留保

されるものとします。 

 

第２３条   （AL後払い決済の停止） 

１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約に基づくAL後払い決済の取扱

の全部又は一部を停止できるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間こ

れに従うものとします。 

（１）加盟店が本契約に違反した場合又はその疑いがある場合 

（２）加盟店に第１２条第１項第11号に基づく支払拒絶事由が発生した場合又はそ

の疑いがある場合 

（３）加盟店が１年間以上の期間にわたり、本契約に基づくAL後払い対象取引を行

っていない場合 

（４）AL後払い対象取引について、利用者の支払遅延、加盟店と利用者との間の苦

情等の発生状況等に応じ、当社任意の判断により、停止又は中止の必要性を

認める場合 

（５）その他AL後払い対象取引の適正を確保するため当社が必要と認めた場合 

２． 当社は、前項に基づくAL後払い決済の停止について、加盟店又は第三者に損害が生

じた場合であっても責任を負わないものとします。 

 

第２４条   （契約期間） 

１． 本契約の有効期間は、無期限とします。 

２． 各当事者は、いつでも相手方に対して通知することにより、本契約を解除すること

ができるものとします。 

 

第２５条   （本契約終了後の取扱い） 

 本契約が終了した場合、次の各号のとおり取扱うものとします。 

（１）加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、加盟店の負担において本契約の

存在を前提とした広告宣伝、AL後払い決済の申込の誘引行為等を中止しなけ

ればならないものとします。また、本契約終了後に利用者よりAL後払い決済

の申し込みがあった場合はこれを拒絶するとともに、当該利用者に対して本

契約に基づくAL後払い決済を中止した旨を告知しなければならないものとし

ます。 

（２）加盟店及び当社は、本契約終了日までに行われたAL後払い決済については、

本契約の関連条項に従って取扱うものとします。 

（３）当社は、本契約で別途定める場合のほか、加盟店の信用状況に不安があると

当社が認める場合、加盟店から精算金の支払の請求を受けているAL後払い決

済代金について精算金の支払を拒絶し、若しくはキャンセル処理し、又は、

精算金の支払を留保できるものとします。 

（４）加盟店は、直ちにAL後払い決済を停止するものとします。なお、この際に生

じる費用は、加盟店の負担とします。 

（５）一方当事者に相手方に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済さ

れるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。 

（６）第５条第４項、第１１条第４項から第７項、第１２条第３項、第１３条、第

１５条第４項、第１７条、第１８条、第１９条、第２０条第４項、第２１条、

第２２条、第２３条第２項、及び本条の規定は、本契約終了後も、各条項の

性質上必要な範囲で、適用されるものとします。 

 

 

＜ ALつけ払い加盟店特約 ＞ 
 

このALつけ払い加盟店特約（以下「本特約」といいます。）は、アナザーレーン加盟店

規約（以下「基本規約」といいます。）の適用のある加盟店が、自ら販売する商品等の

決済に、アナザーレーン株式会社（以下「当社」といいます。）の「ALつけ払い」の導

入を希望する場合に適用される条件について定める特約であり、基本規約の特約と位

置づけられます。本特約に定めのない事項については、基本規約の規定の適用があり

ます。また、本特約と基本規約とで矛盾・抵触がある場合は、本特約の規定が優先す

るものとします。 

 

第１条   （ALつけ払い） 

１．「ALつけ払い」は、当社が提供する後払いの決済サービスであり、当社が、加盟店が

販売する商品等の代金及び送料等に係る売上債権を決済時に加盟店から買い取って

後から利用者に請求するサービスです。利用者によるクレジットカード番号の入力

は不要であり、クレジットカード番号を有していない方も、加盟店の商品等の購入

が可能となります。 

２．「ALつけ払い」において、利用者は、１か月以内の支払条件で決済を行うため、割賦

販売法における個別信用購入あっせんには該当せず、割賦販売法の規定は適用され

ません。 

 

第２条   （定義） 

本特約において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ各号に定めるとおりとしま

す。 

（１）ALつけ払い対象取引 

加盟店と利用者との間における、ALつけ払いにより利用者による支払いがな

される商品等の販売等の取引をいいます。  

（２）商品等 

加盟店が販売する商品（チケットその他の権利を含みます。以下同じ。）や、

加盟店が有償で提供する役務（サービス）をいいます。 

（３）商品等の販売等 

加盟店による商品の販売又は、加盟店による有償での役務の提供をいいます。 

（４）利用者 

加盟店から、ALつけ払い対象取引により、商品を購入し、又は有償で役務を受

領する者をいいます。 

（５）売上債権 

ALつけ払い対象取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権をいいま

す。 

（６）取引データ 

申込データその他のALつけ払い対象取引に関連するデータをいいます。 

（７）予約商品等 

予約商品等とは、ALつけ払い対象取引に係る契約の成立後、速やかな商品の引

き渡し、役務の提供、権利の移転が困難な場合の当該商品等をいいます。 

（８）加盟店 

当社との間で本契約を締結した販売業者又は役務提供事業者をいいます。 

（９）本契約 

本特約に基づき、加盟店と当社との間で成立するALつけ払いに係る契約（変更

があった場合は変更後のものをいい、個別契約等による特約がある場合は当

該特約を含みます。）をいいます。 

（10）書面による承諾 

書面又は電磁的方法（電子メールを含みます。）による承諾をいいます。 

（11）秘密情報 

秘密情報とは、いずれかの当事者の営業上の秘密、技術上の秘密、その他の情

報をいいます。但し、(i)公知の情報、(ii)開示の時点で開示を受けた当事者

が既に有していた情報、(iii)開示後に開示を受けた当事者の責によらずして

公知となった情報、(iv)開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を課

されずに適法に取得した情報、又は(v)開示を受けた当事者が開示を受けた後

に独立に開発した情報を含みません。 

（12）各種プログラム 

ALつけ払いの一部のサービスを利用する場合に必要となる当社所定の各種プ

ログラムをいいます。 

（13）システム 

システムとは、コンピューター・システムをいいます。 

 

第３条   （ALつけ払いの申込） 

１． 加盟店は、ALつけ払いの取扱いを申し込む場合には、当社所定の事項を記載した申

込書を提出するものとします。 

２． 加盟店は、前項に基づく申込に際しては、ALつけ払い対象取引において取扱う商品

等の種類、取扱期間、その他当社所定の取引上の重要事項につき、当社に申告して

承認を得るものとします。 

３． 当社が、加盟店に対し、第１項の申込みを書面により承諾した場合には、その時点

で、本特約に基づき、契約が成立するものとします。但し、承諾に先だって、当社

が加盟店に対し加盟店管理画面使用のためのID・パスワードを付与した場合には、

その時点で、本特約に基づく契約が成立するものとします。 

 

第４条   （ALつけ払いの適用条件） 

１．加盟店は、本契約期間中、ALつけ払いのサービスの提供を受けるため、自己の責任

と費用で、次の要件を満たす必要があります。 

（１）ALつけ払いの技術仕様に対応したシステム・通信環境を遅滞なく用意し、仕

様の変更があった場合は仕様変更後の仕様に速やかに対応し、かつ、利用者

の個人情報等を安全に処理・保管等するための適切なセキュリティ措置を維

持すること。 

（２）自己が利用するALつけ払いのサービスの範囲に応じて必要となる各種プログ

ラムを自己の利用するシステムに遅滞なくインストールし、かつ、バージョ

ンのアップデートがあった場合は速やかに更新すること。 

（３）禁止対象商品等についてALつけ払いの表示をしないこと。 

２．加盟店は、利用者に対してALつけ払いについて告知するものとし、利用者から利用

の承諾を得た場合のみ、ALつけ払いを利用することができるものとします。加盟店

が利用者の承諾を得ずにALつけ払いを利用して生じた紛争の処理については、加盟

店が責任を負うものとします。 

３．当社は、利用者がALつけ払いを利用することについて審査結果の通知を加盟店及び

利用者に対して行うものとします。加盟店は、当社から申込の審査結果の通知があ

った場合、遅滞なく審査結果の通知画面の提示を利用者から受ける方法その他の方

法によりALつけ払いに係る契約の成立を確認するものとします。 

４．当社は、利用者による代金支払の延滞、商品等に関するクレーム、抗弁の主張又は

これに準ずる利用者との取引に関する問題の発生状況等に応じ、任意の判断により、

加盟店に対し事前に通知した上で、該当する加盟店のALつけ払いの利用を相当期間

停止し、又は当該利用を中止することができるものとします。 

５．加盟店は、ALつけ払い対象取引に係るウェブサイト、カタログ等において、当社所

定の文言、ロゴ等を表示するものとします。 

６．当社は、ALつけ払いの利用者毎又は加盟店毎の利用限度額を設けることができ、加

盟店は、これに異議を述べないものとします。 

７．加盟店は、承諾した場所以外で、又は、当社が認めた取扱商品等の範囲外の商品等

で、ALつけ払いの利用を希望する場合は、別途、当社に申請して承諾を得るものと

します。 

８．当社は、上記の他、「加盟店情報の取扱いに関する同意条項」その他の付随規約、ガ

イドライン等により、ALつけ払いの利用の条件を設定することができるものとし、

加盟店は当該付随規約、ガイドライン等の条件に従うものとします。 

 

第５条   （ALつけ払いの手続き） 

１． 加盟店は、利用者がALつけ払いを希望する場合には、当社指定のQRコードを利用者

に提示し、申込に係るデータ（以下「申込データ」といいます。）を送信し、当社所

定の方法によりALつけ払いの審査を当社に依頼するものとします。 

２． 当社は、ALつけ払いの審査の結果（取引承認（オーソリゼーション）/拒否等）を、

当社所定の方法により通知するものとします。当社が拒否の結果を通知した場合に

は、ALつけ払いを実施することはできません。 

３． 当社が前項に基づき、ALつけ払いの承認を行った場合においても、ALつけ払い対象

取引が適法であることやALつけ払い対象取引の要件を充足することを当社が保証す

るものではなく、加盟店は、当該事項について、引き続き責任を負うものとします。 

４． 当社は、利用者が、当社に提供する申込データに誤りが含まれていたことにより、

何らかの損害が加盟店に生じたとしても、当該損害について責任を負わないものと

します。 

５． 加盟店は、やむを得ない事由がない限り、第２項に基づく取引承認から１週間以内

に商品の発送を行い、又は第２項に基づく取引承認から直ちに役務の提供を行うも

のとします。 

 

第６条   （売上確定） 

１． 当社は、前条第２項に基づく取引承認し当社所定の日数経過後に加盟店が利用者に

販売した商品の発送及び着荷の完了、若しくは役務（サービス）の提供の完了、又

は販売した権利の利用者への移転の完了（以下「売上確定」といいます。）したもの

と取り扱います。この売上確定に係るデータを、以下「売上確定データ」といいま

す。 

２． 加盟店は、前項の売上確定の処理後に利用者の電話番号その他当社が指定する事項

の変更が生じた場合には加盟店管理画面その他当社所定の方法により当社に対して

通知を行うものとします。 

３． 第１項の規定にかかわらず、売上確定後、利用者が商品の受取・移転又は役務の提

供の受領を否定しているときは、加盟店は、運送会社と協力する等して事実を確認

して適切な処理を行うものとします。この場合、当社は、売上確定が証明されるま

で、売上確定がないものと扱うことができるものとします。 

 

第７条   （不審な取引の通報） 

 加盟店は、ALつけ払いの利用方法に著しく不審な点があると認めた場合、その旨を

当社に報告し、ALつけ払いを行うかについて当社と協議し、当社の指示に従うもの

とします。 

 

第８条   （加盟店手数料） 

１． 売上債権譲渡の対価の額は、売上債権の額から割引額を控除した残額とします。割

引額は、次の第１号から第４号の合計額とし、それぞれの具体的な額については、

別紙に定め、当社から加盟店（加盟店希望者）に対し交付した内容に従うものとし

ます。 

（１）ALつけ払い毎の利用料相当額 

（２）月額固定費相当額（発生する場合、当月分を翌月最初の支払日に支払。なお、

月途中の解約がなされた場合等にも、日割計算とはなりません。） 

（３）SMS送信に伴う費用相当額（SMSで請求を行う場合のSMSの認証等のための費用

です。） 

（４）その他、当社が別途事前に指定する費用の相当額（当社ウェブサイト等にも

掲載します。） 

２． 前項第１号及び第３号の割引額は、売上確定と取り扱われた時点で発生するものと

し、キャンセル処理がなされた場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。

また、前項第２号の費用は月初に発生し、前項第４号の割引額は、別途定める時期

に発生するものとします。 

（１）加盟店のキャンセル処理が当社に伝達される時点において、当社が精算金支

払前であるか後であるかを問わず、前項第１号及び第３号の割引額は発生し

ます。また、前項第４号の割引額については、別途定める所によります。 

（２）加盟店のキャンセル処理が当社に伝達される時点において、当社が精算金支

払前であるか後であるかを問わず、前項第２号の割引額は発生します。なお、

日割り計算は行いません。 

３． 当社は、事前に合理的な予告期間をもって、周知又は通知した上で、割引額の発生

時期及び算定方法の変更を行うことができるものとします。 

４． 前各項の規定にかかわらず、当社と加盟店の間でなされる支払いに必要な振込手数

料は、加盟店が負担するものとします。 

 

第９条   （精算金の支払の方法） 

１． ALつけ払いの締切日・支払日は、別紙に定め、当社から加盟店（加盟店希望者）に

対し交付した内容に従うものとします。なお、利用料等の支払の変更手続について

は、当社所定の方法に従うものとします。 

２． 当社は、締切日までに売上確定があったものと認められた売上債権につき、締切日

までの未精算の売上債権の額（以下「債権額」といいます。）から(i)前条に定める

割引額、(ii)支払留保・拒絶額、(iii)キャンセル処理による返金等の相殺額を差し

引いた残りの金額（以下「精算金」といいます。）を前項に定める支払日に加盟店に

支払うものとします。また、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、翌営業

日までに支払うものとします。 

３． 精算金の支払先の口座は、加盟店名義の口座とし、他の口座とする場合は、両当事

者で協議し、両当事者の書面による合意によるものとします。 

４． 当社は、当社の故意又は過失によらずに精算金の支払いが遅滞した場合において、

遅延損害金等の賠償の責任を負わないものとします。 

５． 売上債権譲渡が無効となり、又はキャンセルされた場合においても、前条第２項に

従った割引額（に相当する損害賠償請求権）は発生する場合があります。本契約期

間中の特定の月の割引額の合計額を、当該月の債権額の合計額から支払留保・支払

拒絶額を差し引いた残額から控除しきれない場合、当社は、控除しきれなかった額

を、翌月以降の精算金から控除し、又は、加盟店に請求できるものとします。当社

は、加盟店が当社に支払った割引額について、当社の責による債務不履行があった

場合を除き、返金義務を負わないものとします。 

６． 当社は、本条に基づく支払を第三者に委託できるものとします。 

７． 第２項の規定にかかわらず、加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、第２項

に基づく精算金の債権と、当社に対して負担する債権とを相殺することができませ

ん。 

 

第１０条   （当社による精算金の支払の拒絶・キャンセル・留保） 

１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該ALつけ払い対象取引にかかる当



社の取引承認（オーソリゼーション）の有無にかかわらず、加盟店に対する精算金

の支払を拒絶し、又はキャンセル処理できるものとします。 

（１）ALつけ払い対象取引が無効である場合、又はALつけ払い対象取引が解除・取

消その他の事由により解消された場合 

（２）加盟店が利用者に対して商品の引渡（若しくは移転）又は役務の提供を行わ

ない場合 

（３）加盟店が利用者に対して引渡／移転した商品・権利又は提供した役務につき

破損、故障、その他契約の内容に適合しないものがある場合 

（４）ALつけ払い対象取引について加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用

者が当社に対する支払いを拒否し、かつ、その拒否の理由が正当であると当

社が判断した場合 

（５）売上確定（又は売上確定に代わる出荷報告を行っている場合はその出荷）の

日から２週間を超えて当社に到着した売上確定データである場合 

（６）売上確定データが正当なものでない場合、又は当該データの記載内容に不実

不備がある場合 

（７）加盟店から提出された売上確定データ、精算金の支払請求に疑義があること

を理由として当社の調査が開始された場合において、当該調査開始日から30

日が経過してもなお疑義が解消されない場合 

（８）加盟店が本契約に違反したと当社が判断した場合 

（９）ALつけ払い対象取引に係る苦情・紛議又は抗弁について当社が利用者又は加

盟店から通知を受けた日から30日を経過しても解決しない場合 

（10）加盟店が調査、報告、届出、資料の提出等、当社に必要な協力をしない場合 

（11）加盟店について倒産手続きが開始した場合、支払不能が生じた場合など、加

盟店の信用に不安があると当社が判断した場合（但し、精算金の支払前に限りま

す。） 

２． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、次の各号に規定する期間、加盟店に

対する精算金の支払を留保することができるものとします。 

（１）前項第１号を除く前項各号のいずれかに該当する場合 当社が当該事由によ

り損害を被ることを避けるために必要と判断する期間 

（２）利用者からの苦情等に基づき当社がALつけ払い対象取引が前項各号のいずれ

かに該当するかについて調査中である場合 調査が終了するまでの期間 

（３）支払日において加盟店に対して支払うべき精算金の額が振込手数料額に満た

ない場合 次回以降の支払日であって当該支払日に支払うべき精算金の額

（前支払日に支払が留保された精算金を含みます。）が振込手数料額以上と

なる支払日までの期間 

３． 第１項に基づく精算金の支払の拒絶・キャンセル処理、又は第２項に基づく精算金

の支払の留保により加盟店又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、責

任を負わないものとします。 

４．当社は、本条に基づき支払を留保又は拒絶した場合、支払拒絶事由の解消後に生じ

た遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとしま

す。 

 

第１１条   （キャンセル処理） 

１． 加盟店は、取引承認後に該当取引の撤回、取消、解除、返品（以下「解除等」とい

います。）が発生したときは、直ちに当社に対して当該事由について当社所定の方法

により報告するものとします。また、加盟店は、解除等の扱いについて利用者に対

して誤解を与えないよう、充分に説明するものとします。 

２． 加盟店は、解除等があった場合、当社所定のキャンセル基準に従い、当社による精

算金の支払のキャンセル処理を当社に求めることができます。なお、利用者による

売上債権の全部又は一部の当社に対する弁済支払期限日の10営業日前の日より後に

キャンセル処理の申請がなされたとしても、当社はキャンセル処理を拒絶すること

ができます。この場合、直接加盟店と利用者の間で返品、返金を行うものとし、当

社から利用者への返金は行わないものとします。 

３． 前項の規定にかかわらず、売上確定後の該当取引の精算金の支払の一部キャンセル

は受け付けないものとします。加盟店は、ALつけ払い対象取引の一部の解除等があ

った場合において、キャンセル処理を希望する場合は、ALつけ払い対象取引全体に

係る精算金の支払をキャンセルした上で、再度新たにALつけ払いの申込みを求める

ものとします。 

４． 前条第１項又は本条第２項の規定に基づき精算金の支払のキャンセル処理がなされ

た場合において、精算金の支払が未了のときは、当社は加盟店に対して精算金の支

払を行わず、支払済みのときは、加盟店は、支払済みの立払金の返金を請求受領後

直ちに行うものとします。但し、本契約期間中にキャンセル処理が発生した場合、

当社は、加盟店に信用不安がある等の特別の事情がない限り、キャンセル処理後最

初に到来する精算金の支払日まで精算金の返金を猶予します。 

５． キャンセル処理後に、利用者から当社に対しALつけ払いに従った支払いが誤ってな

された場合、当社はその判断により利用者又は加盟店のいずれかに対して当該支払

金相当額を支払うものとし、加盟店は当該支払いを当社から受けたときは、利用者

に対して当該支払金相当額を返金するものとします。 

６． 加盟店は、精算金の支払のキャンセル処理がされた場合、前項に基づき加盟店が利

用者に返金を行うべきとされるのでない限り、当社の事前の承認なく利用者に対し

てALつけ払い対象取引代金を返金しないものとします。 

 

第１２条   （禁止商品等） 

１． 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれがある商品等につい

て、当社の書面による承諾なくALつけ払い対象取引の取扱を行ってはならないもの

とします。 

（１）適用のある条約、又は、銃刀法、麻薬取締法、薬事法、外国為替及び外国貿

易法、その他の法令に違反する商品等 

（２）公序良俗に反する商品等 

（３）第三者の知的財産権その他の権利又は法的に保護される利益を侵害する商品

等 

（４）商品券、ギフトカード、電子マネー、印紙、切手、古銭、乗車券、回数券、

有価証券又は金、地金等（事前に当社に届け出、承認を得た場合を除きます。） 

（５）その他当社が禁止商品等として指定した商品等 

２． 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売又は提供にあたり許認可を得又は行政上

の手続を経るべき商品等のALつけ払い対象取引を行おうとする場合、当社に対し、

その許認可等を証する書類を提出し、その確認を経てから行うものとします。 

３． 加盟店が前項の許認可を喪失等した場合、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品

等のALつけ払い対象取引を中止しなければならないものとします。 

４． 加盟店は、特定商取引法に定める訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継

続的役務若しくは業務提供誘引販売取引に係るALつけ払い、又は特定継続的役務に

付随する関連商品の販売に係るALつけ払いを、当社への申請及び当社の事前の承認

なく行ってはなりません。 

 

第１３条   （禁止行為） 

加盟店は、本契約に基づくALつけ払いに関し、次の各号に該当する行為を行っては

ならないものとします。 

（１）ALつけ払い対象取引が存在しないにもかかわらず、その成立を仮装してAL

つけ払いを行い、当社より精算金の支払を受けること 

（２）一つのALつけ払い対象取引の決済について、本契約に基づく決済と他の決

済手段（電子マネー、クレジットカード、ALつけ払いを含みます。）とを併

用すること 

（３）一つの取引において、当社以外の後払い決済事業者の顧客審査結果（但し、

クレジットカードに係るものを除きます。）を確認した後に、ALつけ払いの

申込を行うこと 

（４）第三者利用・名義貸し等の不正利用であること又はその可能性が高いこと

を知りながらALつけ払いに基づく精算金の支払を申請すること 

（５）ALつけ払いについて利用者との間で申込データ・売上確定データに記載の

内容と異なる合意をし、又は申込データ・売上確定データに記載の内容以

外の合意をすること 

（６）加盟店の過去の売掛金等の既存債務の決済・回収等のために、ALつけ払い

を利用すること 

（７）利用者からの貸付金の弁済の受領、又は、預金・送金資金の受取のために、

ALつけ払いを利用すること 

（８）当社の承諾なく、ALつけ払いに基づく利用者に対する債権について、第三

者に譲渡、担保提供、その他の処分をし、又は、当社を通じずに金員の支

払を受けること 

（９）取扱商品等、その他のALつけ払いに関する事項について当社に虚偽の申告

を行うこと 

（10）当社が所有権を留保した商品に対して当社の所有権を侵害する行為をする

こと 

（11）当社が認めた場所以外でのALつけ払い対象取引、又は、当社が認めた取扱

商品等の範囲外の商品等のALつけ払い対象取引を行うこと 

（12）第三者が有する債権を譲り受けて、又は第三者が販売若しくは提供する商

品等について自社名で、当社に対して精算金の支払を請求すること 

（13）違法なALつけ払い対象取引と知りつつ、又は、違法なALつけ払い対象取引

であると容易に分かるALつけ払い対象取引について、ALつけ払いを行うこ

と 

（14）詐欺的であるALつけ払い対象取引（加盟店による商品等の引渡又は提供の

見込みがないALつけ払い対象取引を含みますが、これに限られません。）、

又は、ALつけ払いの対象とすることについて利用者の承諾が得られていな

いALつけ払い対象取引について、ALつけ払いを利用すること 

（15）利用者が未成年者であることを知りながら若しくは反社会的勢力等に該当

する者であることを知りながら又はその可能性が高いことを知りながらAL

つけ払いの対象とすること 

（16）各種プログラムを、当社の書面による事前の承諾なく、ALつけ払いのサー

ビスの利用以外の目的のために利用すること、その他、当社が指定した利

用方法・利用条件に反する形で利用すること 

（17）各種プログラムをリバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセン

ブル等すること 

（18）当社のシステムに対する不正アクセス、異常に多い回数のアクセス、その

他当社のシステムの運用に支障を来す行為をすること 

（19）当社が付与したID、パスワード等を故意又は不注意により漏えいすること 

（20）その他当社が禁止行為として指定する行為を行うこと 

 

第１４条   （利用者の苦情、紛議発生時の措置） 

 加盟店は、加盟店と利用者との間でALつけ払い対象取引に関して苦情・紛議が生じ

た場合、加盟店の費用と責任において対処し解決するものとします。当社が利用者

から加盟店に関する苦情を受け付け、加盟店に対して事実確認を行った場合も同様

とします。 

 

第１５条   （調査協力・報告） 

１． 当社は、(i)加盟店によるALつけ払い対象取引、(ii)加盟店の財務状態、(iii)その

他ALつけ払いの適正なサービス提供のために当社が調査等が必要と認める事項に関

して、加盟店に対して、調査への協力、報告、届出、関連資料の提出等を求めるこ

とができるものとします。この場合、加盟店は、当該求めに遅滞なく応じるものと

します。 

２． 加盟店は、ALつけ払い対象取引について利用者との間で軽微でない苦情・紛議が生

じた場合、当社に対して当該苦情・紛議の内容等を直ちに書面により通知するとと

もに、その交渉経過及び処理内容等を遅滞なく報告するものとします。 

３． 加盟店は、利用者との苦情・紛議を原因として、監督官庁より改善・是正・業務停

止等の命令、指導、勧告、その他の行政処分を受けた場合には、直ちに書面により

当社に通知するものとします。 

４． 加盟店は、個人情報の漏えい、その他ALつけ払い対象取引に係る業務との関係で、

自社に軽微でない法令違反があったことを知った場合には、速やかに当社に報告を

行い、遅滞なく適切と考える是正措置を講じる。 

５． 当社は、前各項の調査又は報告の結果、必要と認める場合は、加盟店に対して改善

要請等の措置を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 

 

第１６条   （プログラム等） 

１． 当社は、各種プログラムを、加盟店に対し、本契約期間中、ALつけ払いのサービス

を利用する目的のために必要な範囲で利用することを許諾します。 

２． 加盟店は、各種プログラムのインストールのために当社が提供した記録媒体を、善

良な管理者の注意をもって保管するものとします。 

３． 加盟店は、各種プログラムを、当社の事前の書面による承諾なく、改変し、又は、

譲渡・担保設定・再許諾その他の処分行為をしてはならず、かつ、当社が本契約に

定める以外の利用の条件を明示した場合には、当該条件をも遵守して、各種プログ

ラムを利用するものとします。 

４． 本契約が終了した場合、又は各種プログラムの利用が不要となった場合、加盟店は、

当社の選択に従い、前項の記録媒体を当社に返還するか、第三者漏えいの危険のな

い方法で当該記録媒体を確実に破棄すると共に、自社の利用するシステムにインス

トールした各種プログラムを復元できない形で直ちに削除するものとします。 

 

第１７条   （免責） 

１． 当社は、次の各号のいずれかから生じた損害について、責任を負いません。 

（１）戦争、地震、火災、通信障害、その他、当社の責によらない事由により加盟店 

    に対し生じた損害 

（２）加盟店の債務不履行又はシステムの瑕疵等により生じた損害 

（３）当社の故意又は重過失によらずして生じた損害 

（４）本特約又はその付随規約、技術仕様等の変更 

（５）当社のALつけ払いが利用できなかったことによる逸失利益 

２． 当社が、加盟店に対して、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償義務を負う場

合において、その上限額は、当社が、当該債務不履行又は不法行為が生じた時点か

ら遡って過去１年間に当社が実際に加盟店から受領した加盟店手数料の額を上限と

します。 

３． 当社は、ALつけ払いの提供のために当社が提供する各種プログラムについて、エラ

ーがないこと、瑕疵がないこと、その他の保証を行うものではありません。各種プ

ログラムの利用に起因して生じた不具合、機能不全等が生じても、当社は、損害賠

償の責任を負いません。 

 

第１８条   （商品の所有権の移転） 

１． 加盟店がALつけ払いを利用して利用者に販売する商品の所有権は、当社が加盟店に

対し、当該商品に係る精算金を支払ったときに加盟店より当社に移転するものとし

ます。 

２． 前項の所有権は当該商品が登記、登録を得喪の条件とする場合であってもその名義

人の如何に関わらず法の許容する範囲で当然に当社に移転するものとします。なお、

登記、登録する場合の所有者若しくは使用者は、利用者又は当社の指定した者とし

ます。加盟店は、当社の許可なく当社以外の者をして所有者若しくは使用者とさせ

ないものとします。 

３． 当社に移転した所有権は利用者の当社に対する債務履行が終了するまで当社に留保

されるものとします。 

 

第１９条   （ALつけ払いの停止等） 

１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約に基づくALつけ払いの取扱の

全部又は一部を停止又は中止できるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまで

の間これに従うものとします。 

（１）加盟店が本契約に違反した場合又はその疑いがある場合 

（２）加盟店に第１０条第１項各号に基づく支払拒絶事由が発生した場合又はその

疑いがある場合 

（３）加盟店が６か月以上継続して、本契約に基づくALつけ払い対象取引を行って

いない場合 

（４）ALつけ払い対象取引について、利用者の支払遅延、加盟店と利用者との間の

苦情等の発生状況等に応じ、当社任意の判断により、停止又は中止の必要性

を認める場合 

（５）その他ALつけ払い対象取引の適正を確保するため当社が必要と認めた場合 

２． 当社は、前項に基づくALつけ払いの停止又は中止について、加盟店又は第三者に損

害が生じた場合であっても責任を負わないものとします。 

 

第２０条   （契約期間） 

１． 本契約の有効期間は、無期限とします。 

２． 各当事者は、いつでも相手方に対して通知することにより、本契約を解除すること

ができるものとします。 

 

第２１条   （本契約終了後の取扱い） 

 本契約が終了した場合、次の各号のとおり取扱うものとします。 

（１）加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、加盟店の負担において本契約の

存在を前提とした広告宣伝、ALつけ払いの申込の誘引行為等を中止しなけれ

ばならないものとします。また、本契約終了後に利用者よりALつけ払いの申

し込みがあった場合はこれを拒絶するとともに、当該利用者に対して本契約

に基づくALつけ払いを中止した旨を告知しなければならないものとします。 

（２）加盟店及び当社は、本契約終了日までに行われたALつけ払いについては、本

契約の関連条項に従って取扱うものとします。 

（３）当社は、本契約で別途定める場合のほか、加盟店の信用状況に不安があると

当社が認める場合、加盟店から精算金の支払の請求を受けているALつけ払い

代金について精算金の支払を拒絶し、若しくはキャンセル処理し、又は、精

算金の支払を留保できるものとします。 

（４）加盟店は、直ちにALつけ払いを停止するものとします。なお、この際に生じ

る費用は、加盟店の負担とします。 

（５）一方当事者に相手方に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済さ

れるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。 

（６）第５条第４項、第９条第４項から第７項、第１０条第３項及び第４項、第１

１条、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条第４項、第１７条、第１８

条、第１９条第２項、及び本条の規定は、本契約終了後も、各条項の性質上

必要な範囲で、適用されるものとします。 

 

 


